
第８７７回宮城県教育委員会定例会日程

日 時：平成２８年３月１５日（火）午前９時３０分から

場 所：県行政庁舎１６階 教育委員会会議室

１ 出 席 点 呼

２ 開 会 宣 言

３ 第８７６回教育委員会会議録の承認について

４ 第８７７回教育委員会会議録署名委員の指名

５ 教育長報告

（１）検定中の教科書閲覧問題に関する調査結果について （義 務 教 育 課）

６ 専決処分報告

（１）第３５５回宮城県議会議案（追加提出分）に対する意見について （総 務 課）

（２）教育功績者表彰について （総 務 課）

７ 議事

第１号議案 職員の人事について （総務課・教職員課）

第２号議案 教育功績者表彰について （総 務 課）

第３号議案 宮城県教科用図書選定審議会委員及び専門委員の人事について （義 務 教 育 課）

第４号議案 宮城県文化財保護審議会委員の人事について （文化財保護課）

第５号議案 学校教育法施行細則の一部改正について （総 務 課）

第６号議案 校長及び教員の採用手続に関する規則の一部改正について （教 職 員 課）

第７号議案 教育職員の免許状の有効期間の更新等に関する規則の一部改正に （教 職 員 課）

ついて

第８号議案 高等学校等育英奨学資金貸付条例施行規則の一部改正について （高 校 教 育 課）

第９号議案 自然の家管理規則の一部改正について （生 涯 学 習 課）

第10号議案 宮城県教育委員会行政組織規則の一部改正について （総 務 課）

第11号議案 教育長に対する事務の委任等に関する規則の一部改正について （総 務 課）

第12号議案 宮城県教育委員会会議規則の一部改正について （総 務 課）

第13号議案 県立学校職員の職員評価に関する規則の一部改正について （教 職 員 課）

第14号議案 市町村立学校職員の職員評価に関する規則の一部改正について （教 職 員 課）

第15号議案 教科用図書選定審議会規程の一部改正について （義 務 教 育 課）

第16号議案 教育長に対する事務の委任等に関する規則第２条第１項第５号に （総 務 課）

規定する「あらかじめ教育委員会が指定した委員」について

８ 課長報告等

（１）宮城県学校運営支援本部～第２次期間（H28～H30）の取組に向けて～ （総 務 課）

（２）宮城県教育振興基本計画第２期アクションプラン（平成２８年度版）（案） （教 育 企 画 室）

について

（３）第２回宮城県教育振興審議会の開催概要について （教 育 企 画 室）

（４）平成２８年度宮城県公立高等学校入学者選抜に係る後期選抜実施状況につ （高 校 教 育 課）

いて

（５）県有体育施設のネーミングライツの選定結果について （スポーツ健康課）



９ 資料（配付のみ）

（１）教育庁関連情報一覧 （総 務 課）

（２）スマホ・携帯の使用について注意喚起を図るリーフレット （教 育 企 画 室）

（３）宮城の防災教育だより（第５号） （教 職 員 課）

（４）平成２８年３月高等学校卒業予定者の就職内定状況について （高 校 教 育 課）

（５）第７１回国民体育大会冬季大会の結果について （スポーツ健康課）

（６）宮城県図書館特別展「東日本大震災文庫展Ⅳ」 （生 涯 学 習 課）

１０ 次回教育委員会の開催日程について

１１ 閉 会 宣 言



 

 

第３５５回宮城県議会議案（追加提出分）に対する意見について  

 

 平成２８年２月宮城県議会に提案される下記の予算議案について，地方教

育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条

の規定により知事から意見を求められたので，教育長に対する事務の委任等

に関する規則（昭和３１年宮城県教育委員会規則第１２号）第３条第１項の

規定により平成２８年２月１５日専決処分し，異議のない旨回答した。  

よって同条第２項の規定により報告する。  

 

記  

 

 予算議案  

  ・平成２７年度宮城県一般会計補正予算  

 

 

平成２８年３月１５日提出  

 

 

         宮城県教育委員会教育長   髙  橋    仁      

専決処分報告 (１) 
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１　補正予算の概要 （単位：千円）

２　主な補正内容 （単位：千円）

３　繰越事業 （単位：千円）

４　債務負担行為（変更） （単位：千円）

施設整備課

15,200

繰越額

特別支援学校建設事業

高等学校建設事業

事　業　名

体育施設整備事業

担当課

208,380,496

文化財災害復旧支援事業

美術作品収集事業
（生涯学習課）

これまでに美術品取得基金で購入した美術品の一部を買戻しす
るため，それらに要する経費等を増額補正するもの。

教職員に係る退職手当
（福利課）

勧奨退職見込者数が当初の想定を下回る予定であるため，減額
補正するもの。

文化財保護課

1,550,334

1,388,900

531,400

教
育
費

スポーツ健康課

義務教育課
施設整備課

▲ 970,000

事業実施時期の一部見直しなどにより事業費を減額補正するも
の。

▲ 1,925,200
高等学校建設災害復旧
事業（施設整備課）

355,065

100.7%

事　業　名 概　　　　　　　　　　要 補正額

スポーツ振興基金造成費
（スポーツ健康課）

スポーツ施設の長寿命化等対策に要する経費等をスポーツ振興
基金へ積み増しするため，増額補正するもの。

1,508,693

206,830,162 213,695,693 ▲ 5,315,197

第３５５回宮城県議会提出（追加提出分）予算議案の概要

～平成２７年度２月補正予算の概要（教育庁関係分）～

平成26年度 平成27年度 増減 比較

最終予算額(A) 現計予算額(B) ２月補正額(C) 計(B+C)=(D) (D)-(A) (D/A)

10,919,000変更後

至 平成30年3月

至 平成30年3月

自 平成27年4月

変更前

165

社会教育施設整備事業 生涯学習課 251,900

9,190,000

事　　項　　名 設　定　期　間 限度額

農業高等学校災害復旧工事
（施設整備課）
　
※平成27年度議決に係るものの変更

災
害
復
旧
費

1,613,700

1,007,400

高等学校災害復旧事業

社会教育施設災害復旧事業

施設整備課

生涯学習課
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第５号議案

第５号議案

学校教育法施行細則の一部改正について

学校教育法施行細則（昭和３０年宮城県教育委員会規則第６号）の一部を別紙

のとおり改正する。

平成２８年３月１５日提出

宮城県教育委員会教育長 髙 橋 仁
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学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

学
校
教
育
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
六
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
中
「
若
し
く
は
中
学
校
」
を
「
、
中
学
校
若
し
く
は
義
務
教
育
学
校
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
中
「
及
び
中
学
校
」
を
「
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
、
「
又
は
中
学
部
」
を
「
若
し
く
は
中
学
部
」

に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
中
「
又
は
中
学
校
」
を
「
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
」
に

改
め
る
。

別
記
第
二
号
の
二
様
式
及
び
別
記
第
二
号
の
三
様
式
中
「中

学
校

」
を
「中

・
義
務
教
育
学
校

」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中
「
（小
）
（中

）
（特
別
支
援

）
」
を
「特

別
支
援

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
、
別
記
第
二
十
三
号
様
式
及
び
別
記
第
二
十
五
号
様
式
中
「
（中

学
校

）
」
を
「
（中

学
校

）
（義

務
教
育
学
校

）
」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
号
様
式
中
「
（中

）
」
を
「
（中

）
（義

務
教
育

）
」
に
、
「行

な
い

」
を
「行

い

」
に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
三
号
様
式
及
び
別
記
第
三
十
五
号
様
式
中
「
（中

学
校

）
」
を
「
（中

学
校

）
（義

務
教
育
学
校

）
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
学
校
教
育
法
施
行
細
則 

新
旧
対
照
表 

改
正
案 

現
行 

備
考 

学
校
教
育
法
施
行
細
則 

学
校
教
育
法
施
行
細
則 

 

目
次 

目
次 

 

第
一
章 

総
則(

第
一
条
・
第
二
条) 

第
一
章 

総
則(

第
一
条
・
第
二
条) 

 

第
二
章 

就
学
義
務(

第
三
条
―
第
十
四
条) 

第
二
章 

就
学
義
務(

第
三
条
―
第
十
四
条) 

 

第
三
章 

認
可
、
届
出
等(

第
十
五
条
―
第
二
十
八
条) 

第
三
章 

認
可
、
届
出
等(

第
十
五
条
―
第
二
十
八
条) 

 

第
四
章 

補
則(

第
二
十
九
条) 

第
四
章 

補
則(

第
二
十
九
条) 

 

附
則 

附
則 

 

第
一
章 

総
則 

第
一
章 

総
則 

 

(

目
的) 

(

目
的) 

 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
学
校
教
育
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

、
学
校

教
育
法
施
行
令(

昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号)

及
び
学
校
教
育
法
施
行
規

則(

昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号)

の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
生
徒
等
の
う

ち
視
覚
障
害
者
、
聴
覚
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
肢
体
不
自
由
者
及
び
病
弱
者
の

保
護
者
に
係
る
就
学
義
務
、
学
校
等
の
設
置
廃
止
等
の
認
可
及
び
届
出
並
び
に
学

期
そ
の
他
県
立
学
校
に
お
け
る
教
育
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
学
校
教
育
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

、
学
校

教
育
法
施
行
令(

昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号)

及
び
学
校
教
育
法
施
行
規

則(

昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号)

の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
生
徒
等
の
う

ち
視
覚
障
害
者
、
聴
覚
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
肢
体
不
自
由
者
及
び
病
弱
者
の

保
護
者
に
係
る
就
学
義
務
、
学
校
等
の
設
置
廃
止
等
の
認
可
及
び
届
出
並
び
に
学

期
そ
の
他
県
立
学
校
に
お
け
る
教
育
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。 

 

(

用
語) 

(
用
語) 

 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
二
条 
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

学
齢
児
童 

学
校
教
育
法(

以
下
「
法
」
と
い
う
。)

第
十
八
条
に
規
定
す
る

学
齢
児
童
を
い
う
。 

一 

学
齢
児
童 
学
校
教
育
法(

以
下
「
法
」
と
い
う
。)

第
十
八
条
に
規
定
す
る

学
齢
児
童
を
い
う
。 
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二 

学
齢
生
徒 

法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
学
齢
生
徒
を
い
う
。 

二 

学
齢
生
徒 

法
第
十
八
条
に
規
定
す
る
学
齢
生
徒
を
い
う
。 

 
三 
児
童
生
徒
等 

学
校
教
育
法
施
行
令(

以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。)

第
四
条

に
規
定
す
る
児
童
生
徒
等
を
い
う
。 

三 

児
童
生
徒
等 

学
校
教
育
法
施
行
令(

以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。)

第
四
条

に
規
定
す
る
児
童
生
徒
等
を
い
う
。 

 

四 

視
覚
障
害
者
等 

施
行
令
第
五
条
に
規
定
す
る
視
覚
障
害
者
、
聴
覚
障
害

者
、
知
的
障
害
者
、
肢
体
不
自
由
者
又
は
病
弱
者
を
い
う
。 

四 

視
覚
障
害
者
等 

施
行
令
第
五
条
に
規
定
す
る
視
覚
障
害
者
、
聴
覚
障
害

者
、
知
的
障
害
者
、
肢
体
不
自
由
者
又
は
病
弱
者
を
い
う
。 

 

五 

保
護
者 

法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
保
護
者
を
い
う
。 

五 

保
護
者 

法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
保
護
者
を
い
う
。 

 

六 

学
校 

法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
の
う
ち
、
市
町
村
の
設
置
す
る
幼
稚

園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び

特
別
支
援
学
校
を
い
う
。 

六 

学
校 

法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
の
う
ち
、
市
町
村
の
設
置
す
る
幼
稚

園
、
小
学
校
、
中
学
校 

 
 

 
 
 
 

、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び

特
別
支
援
学
校
を
い
う
。 

義
務
教
育
学
校

を
追
加
す
る
も

の
。 

七 

専
修
学
校 

法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
の
う
ち
市
町
村
の

設
置
す
る
も
の
を
い
う
。 

七 

専
修
学
校 

法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
の
う
ち
市
町
村
の

設
置
す
る
も
の
を
い
う
。 

 

八 

各
種
学
校 

法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
の
う
ち
市

町
村
の
設
置
す
る
も
の
を
い
う
。 

八 

各
種
学
校 

法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
の
う
ち
市

町
村
の
設
置
す
る
も
の
を
い
う
。 

 

九 

児
童
等 

学
校
、
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
に
在
学
す
る
児
童
生
徒
又
は
幼

児
を
い
う
。 

九 

児
童
等 

学
校
、
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
に
在
学
す
る
児
童
生
徒
又
は
幼

児
を
い
う
。 

 

十 

校
地 

学
校
、
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
の
保
育
又
は
教
育
の
用
に
供
す
る

土
地
を
い
う
。 

十 

校
地 

学
校
、
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
の
保
育
又
は
教
育
の
用
に
供
す
る

土
地
を
い
う
。 

 

十
一 

校
地
校
舎
等 

校
地
、
校
舎
、
運
動
場
そ
の
他
直
接
保
育
又
は
教
育
の
用

に
供
す
る
土
地
建
物
を
い
う
。 

十
一 

校
地
校
舎
等 

校
地
、
校
舎
、
運
動
場
そ
の
他
直
接
保
育
又
は
教
育
の
用

に
供
す
る
土
地
建
物
を
い
う
。 

 

第
二
章 

就
学
義
務 

（
略
） 
第
二
章 

就
学
義
務 

（
略
） 

 

第
三
章 

認
可
、
届
出
等 

第
三
章 

認
可
、
届
出
等 

 

(

設
置) 

(

設
置) 

 

第
十
五
条 

学
校
、
専
修
学
校
若
し
く
は
各
種
学
校
又
は
こ
れ
ら
の
分
校
の
設
置
に

つ
い
て
の
認
可
の
申
請
又
は
届
出
は
、
申
請
書(

別
記
第
十
七
号
様
式)

又
は
届
出

第
十
五
条 

学
校
、
専
修
学
校
若
し
く
は
各
種
学
校
又
は
こ
れ
ら
の
分
校
の
設
置
に

つ
い
て
の
認
可
の
申
請
又
は
届
出
は
、
申
請
書(

別
記
第
十
七
号
様
式)

又
は
届
出
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書(

別
記
第
十
八
号
様
式)

に
、
学
校
、
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
に
係
る
も
の
に

あ
つ
て
は
学
校
教
育
法
施
行
規
則(

以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。)

第
三
条
に
規

定
す
る
書
類
及
び
図
面
に
加
え
、
分
校
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
施
行
規
則
第
七

条
に
規
定
す
る
書
類
及
び
図
面
に
加
え
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面

(

分
校
に
あ
つ
て
は
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。)

を
添
え
て
、
開
設
の
時
期
か

ら
三
十
日
前
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

書(

別
記
第
十
八
号
様
式)

に
、
学
校
、
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
に
係
る
も
の
に

あ
つ
て
は
学
校
教
育
法
施
行
規
則(

以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。)

第
三
条
に
規

定
す
る
書
類
及
び
図
面
に
加
え
、
分
校
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
施
行
規
則
第
七

条
に
規
定
す
る
書
類
及
び
図
面
に
加
え
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面

(

分
校
に
あ
つ
て
は
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。)

を
添
え
て
、
開
設
の
時
期
か

ら
三
十
日
前
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

設
置
理
由
書 

一 

設
置
理
由
書 

 

二 

学
校
、
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
写
し 

二 

学
校
、
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
写
し 

 

三 

歳
入
歳
出
予
算
書
の
写
し 

三 

歳
入
歳
出
予
算
書
の
写
し 

 

四 

申
請
又
は
届
出
に
係
る
学
校
、
専
修
学
校
若
し
く
は
各
種
学
校
又
は
こ
れ
ら

の
分
校
の
市
町
村
に
お
け
る
位
置
を
示
す
図
面(
小
学
校
、
中
学
校
若
し
く
は
義

務
教
育
学
校
又
は
こ
れ
ら
の
分
校
に
あ
つ
て
は
通
学
区
域
の
境
界
を
示
し
た

も
の
。) 

四 

申
請
又
は
届
出
に
係
る
学
校
、
専
修
学
校
若
し
く
は
各
種
学
校
又
は
こ
れ
ら

の
分
校
の
市
町
村
に
お
け
る
位
置
を
示
す
図
面(

小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
又

は
こ
れ
ら
の
分
校
に
あ
つ
て
は
通
学
区
域
の
境
界
を
示
し
た
も
の
。) 

義
務
教
育
学
校

を
追
加
す
る
も

の
。 

五 

申
請
又
は
届
出
に
係
る
学
校
、
専
修
学
校
若
し
く
は
各
種
学
校
又
は
こ
れ
ら

の
分
校
の
周
囲
三
百
メ
ー
ト
ル
の
区
域
内
に
存
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
、
そ
の

位
置
及
び
用
途
を
記
載
し
た
図
面
。
た
だ
し
、
当
該
区
域
内
に
、
児
童
生
徒
等

の
健
康
、
安
全
等
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
施
設
等
が
あ
る
と

き
若
し
く
は
そ
の
設
置
等
の
予
定
が
あ
る
と
き
又
は
池
沼
、
崖
そ
の
他
児
童
生

徒
等
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
地
形
上
の
特
質
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

位
置
及
び
名
称
を
表
示
す
る
こ
と
。 

五 

申
請
又
は
届
出
に
係
る
学
校
、
専
修
学
校
若
し
く
は
各
種
学
校
又
は
こ
れ
ら

の
分
校
の
周
囲
三
百
メ
ー
ト
ル
の
区
域
内
に
存
す
る
建
築
物
に
つ
い
て
、
そ
の

位
置
及
び
用
途
を
記
載
し
た
図
面
。
た
だ
し
、
当
該
区
域
内
に
、
児
童
生
徒
等

の
健
康
、
安
全
等
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
施
設
等
が
あ
る
と

き
若
し
く
は
そ
の
設
置
等
の
予
定
が
あ
る
と
き
又
は
池
沼
、
崖
そ
の
他
児
童
生

徒
等
に
危
険
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
地
形
上
の
特
質
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

位
置
及
び
名
称
を
表
示
す
る
こ
と
。 

 

六 

校
地
調
書 

校
地
の
用
途
ご
と
に
都
道
府
県
、
市
町
村
、
字
、
地
番
、
地
目
、

地
積
及
び
実
測
面
積
を
記
載
し
た
書
類 

六 
校
地
調
書 

校
地
の
用
途
ご
と
に
都
道
府
県
、
市
町
村
、
字
、
地
番
、
地
目
、

地
積
及
び
実
測
面
積
を
記
載
し
た
書
類 

 

七 

校
地
校
舎
等
の
権
利
の
帰
属
を
証
す
る
書
類 

七 

校
地
校
舎
等
の
権
利
の
帰
属
を
証
す
る
書
類 

 

八 

校
地
の
権
利
の
取
得
に
つ
い
て
の
農
地
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二

八 

校
地
の
権
利
の
取
得
に
つ
い
て
の
農
地
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
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十
九
号)

に
基
づ
く
行
政
庁
の
許
可
書
の
謄
本
又
は
土
地
収
用
法(

第
二
十
六
年

法
律
第
二
百
十
九
号)

に
基
づ
く
行
政
庁
の
事
業
認
定
通
知
書
の
写
し(

申
請
に

係
る
学
校
の
校
地
の
権
利
の
取
得
が
そ
れ
ら
の
処
分
に
係
る
場
合
に
限
る
。) 

十
九
号)

に
基
づ
く
行
政
庁
の
許
可
書
の
謄
本
又
は
土
地
収
用
法(

第
二
十
六
年

法
律
第
二
百
十
九
号)

に
基
づ
く
行
政
庁
の
事
業
認
定
通
知
書
の
写
し(

申
請
に

係
る
学
校
の
校
地
の
権
利
の
取
得
が
そ
れ
ら
の
処
分
に
係
る
場
合
に
限
る
。) 

九 

備
品
目
録(
別
記
第
十
九
号
様
式) 

九 

備
品
目
録(

別
記
第
十
九
号
様
式) 

 

十 

職
員
組
織
表(
別
記
第
二
十
号
様
式) 

十 

職
員
組
織
表(

別
記
第
二
十
号
様
式) 

 

十
一 

児
童
等
の
入
学
予
定
数
表(

別
記
第
二
十
一
号
様
式) 

十
一 

児
童
等
の
入
学
予
定
数
表(

別
記
第
二
十
一
号
様
式) 

 

十
二 

飲
料
水
の
定
性
を
証
す
る
書
類(

上
水
道
以
外
を
水
源
と
す
る
場
合
に
限

る
。) 

十
二 

飲
料
水
の
定
性
を
証
す
る
書
類(

上
水
道
以
外
を
水
源
と
す
る
場
合
に
限

る
。) 

 

十
三 

各
室
の
照
度
を
示
す
書
類 
校
舎
そ
の
他
の
建
物
の
平
面
図
に
教
室
及

び
図
書
室
の
机
上
面
及
び
黒
板
面
の
昼
間
及
び
夜
間
に
お
け
る
照
度
を
記
載

し
た
図
面 

十
三 

各
室
の
照
度
を
示
す
書
類 

校
舎
そ
の
他
の
建
物
の
平
面
図
に
教
室
及

び
図
書
室
の
机
上
面
及
び
黒
板
面
の
昼
間
及
び
夜
間
に
お
け
る
照
度
を
記
載

し
た
図
面 

 

十
四 

非
常
時
避
難
及
び
消
火
活
動
見
取
図 

申
請
又
は
届
出
に
係
る
学
校
、
専

修
学
校
若
し
く
は
各
種
学
校
又
は
こ
れ
ら
の
分
校
の
校
地
内
及
び
校
舎
そ
の

他
の
建
物
内
に
お
け
る
避
難
上
及
び
消
防
上
の
通
路
の
位
置
並
び
に
廊
下
、
階

段
、
出
入
口
そ
の
他
避
難
施
設
及
び
消
火
栓
、
貯
水
槽
そ
の
他
の
消
火
設
備
の

位
置
を
記
載
し
た
図
面
並
び
に
避
難
場
所
の
位
置
、
名
称
、
収
容
人
員
及
び
到

着
所
要
時
間
を
記
載
し
た
図
面 

十
四 

非
常
時
避
難
及
び
消
火
活
動
見
取
図 

申
請
又
は
届
出
に
係
る
学
校
、
専

修
学
校
若
し
く
は
各
種
学
校
又
は
こ
れ
ら
の
分
校
の
校
地
内
及
び
校
舎
そ
の

他
の
建
物
内
に
お
け
る
避
難
上
及
び
消
防
上
の
通
路
の
位
置
並
び
に
廊
下
、
階

段
、
出
入
口
そ
の
他
避
難
施
設
及
び
消
火
栓
、
貯
水
槽
そ
の
他
の
消
火
設
備
の

位
置
を
記
載
し
た
図
面
並
び
に
避
難
場
所
の
位
置
、
名
称
、
収
容
人
員
及
び
到

着
所
要
時
間
を
記
載
し
た
図
面 

 

２
、
３ 

（
略
） 

２
、
３ 

（
略
） 

 

第
十
六
条
～
第
十
八
条 

（
略
） 
第
十
六
条
～
第
十
八
条 

（
略
） 

 

(

学
則
の
変
更) 

(
学
則
の
変
更) 

 

第
十
九
条 

学
校(

小
学
校
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
を
除
く
。)

、
専
修
学
校

又
は
各
種
学
校
の
学
則
の
変
更
に
つ
い
て
の
届
出
は
、
届
出
書(

別
記
第
二
十
八
号

様
式)

に
、
施
行
規
則
第
五
条
、
同
規
則
第
十
一
条
又
は
同
規
則
第
十
五
条
に
規
定

す
る
書
類
の
ほ
か
、
そ
の
変
更
の
条
項
に
つ
い
て
の
新
旧
の
比
較
対
照
表
及
び
変

第
十
九
条 
学
校(

小
学
校
及
び
中
学
校
を
除
く
。)

、
専
修
学
校
又
は
各
種
学
校
の

学
則
の
変
更
に
つ
い
て
の
届
出
は
、
届
出
書(

別
記
第
二
十
八
号
様
式)

に
、
施
行

規
則
第
五
条
、
同
規
則
第
十
一
条
又
は
同
規
則
第
十
五
条
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ

か
、
そ
の
変
更
の
条
項
に
つ
い
て
の
新
旧
の
比
較
対
照
表
及
び
変
更
後
の
学
則
を

義
務
教
育
学
校

を
追
加
す
る
も

の
。 
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更
後
の
学
則
を
添
え
て
、
変
更
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

添
え
て
、
変
更
の
日
か
ら
七
日
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
条 

削
除 

第
二
十
条 

削
除 

 

(

二
部
授
業) 

(

二
部
授
業) 

 

第
二
十
一
条 
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部

若
し
く
は
中
学
部
の
二
部
授
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
届
出
は
、
届
出
書(

別
記

第
三
十
号
様
式)

に
施
行
規
則
第
九
条
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
第
十
五
条
第
二

項
第
二
号
に
規
定
す
る
図
面
を
添
え
て
実
施
の
時
期
か
ら
三
十
日
前
ま
で
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
一
条 

小
学
校
、
中
学
校 

 
 

 
 
 

 

又
は
特
別
支
援
学
校
の
小
学
部

又
は
中
学
部
の
二
部
授
業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
届
出
は
、
届
出
書(

別
記
第
三

十
号
様
式)

に
施
行
規
則
第
九
条
に
規
定
す
る
書
類
の
ほ
か
、
第
十
五
条
第
二
項
第

二
号
に
規
定
す
る
図
面
を
添
え
て
実
施
の
時
期
か
ら
三
十
日
前
ま
で
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

義
務
教
育
学
校

を
追
加
す
る
も

の
。 

第
二
十
二
条
～
第
二
十
六
条 

（
略
） 

第
二
十
二
条
～
第
二
十
六
条 

（
略
） 

 

(

教
育
課
程
編
成
の
特
例
に
つ
い
て
の
届
出) 

(

教
育
課
程
編
成
の
特
例
に
つ
い
て
の
届
出) 

 

第
二
十
七
条 

特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
、
中
学
部
又
は
高
等
部
に
お
い
て
施
行
規

則
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
の
教
育
課
程
を
実
施
す
る
場
合

の
届
出
は
、
届
出
書(

別
記
第
三
十
七
号
様
式)

に
よ
り
、
学
年
の
初
め
か
ら
三
十

日
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
七
条 

特
別
支
援
学
校
の
小
学
部
、
中
学
部
又
は
高
等
部
に
お
い
て
施
行
規

則
第
百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
別
の
教
育
課
程
を
実
施
す
る
場
合

の
届
出
は
、
届
出
書(

別
記
第
三
十
七
号
様
式)

に
よ
り
、
学
年
の
初
め
か
ら
三
十

日
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
の

前
期
課
程
に
お
い
て
施
行
規
則
第
百
三
十
八
条
又
は
同
規
則
第
百
四
十
条
の
規

定
に
よ
り
特
別
の
教
育
課
程
を
実
施
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
小
学
校
又
は
中
学
校
に
お
い
て
施
行
規
則
第
百
三
十
八
条
又

は
同
規
則
第
百
四
十
条
の
規
定
に
よ
り
特
別
の
教
育
課
程
を
実
施
す
る
場
合
に

つ
い
て
準
用
す
る
。 

義
務
教
育
学
校

及
び
中
等
教
育

学
校
の
前
期
課

程
を
追
加
す
る

も
の
。 

第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条 

（
略
） 

第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条 

（
略
） 

附 

則 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

１ 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

２ 

宮
城
県
公
立
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
盲
学
校
、
ろ
う
学
校
及
び
幼
稚

園
の
学
期
及
び
休
業
日
に
関
す
る
規
程(

昭
和
二
十
三
年
六
月
二
十
五
日
宮
城
県

告
示
第
二
百
二
十
九
号)

は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。 

２ 

宮
城
県
公
立
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
盲
学
校
、
ろ
う
学
校
及
び
幼
稚

園
の
学
期
及
び
休
業
日
に
関
す
る
規
程(

昭
和
二
十
三
年
六
月
二
十
五
日
宮
城
県

告
示
第
二
百
二
十
九
号)

は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。 
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別
記
第
一
号
様
式
（
第
三
条
関
係
） 

（
略
） 

別
記
第
二
号
様
式
（
第
三
条
関
係
） 

（
略
） 

                                  

 

別
記
第
一
号
様
式
（
第
三
条
関
係
） 

（
略
） 

別
記
第
二
号
様
式
（
第
三
条
関
係
） 

（
略
） 

                                  

    

義
務
教
育
学
校

を
追
加
す
る
も

の
。 
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別
記
第
三
号
様
式
（
第
四
条
関
係
）
～
別
記
第
五
号
様
式
（
第
五
条
関
係
） 

（
略
） 

   

                                 

別
記
第
三
号
様
式
（
第
四
条
関
係
）
～
別
記
第
五
号
様
式
（
第
五
条
関
係
） 

（
略
） 

   

 

義
務
教
育
学
校

を
追
加
す
る
も

の
。 

                                 

-19-



                         

別
記
第
七
号
様
式
（
第
七
条
関
係
） 

～
別
記
第
十
七
号
様
式
（
第
十
五
条
関
係
） 

 
 
 

（
略
） 

          

                         

別
記
第
七
号
様
式
（
第
七
条
関
係
） 

～
別
記
第
十
七
号
様
式
（
第
十
五
条
関
係
） 

 
 
 

（
略
） 

          

 

文
言
の
整
理
を

行
う
も
の
。 

                                  

-20-



                                   

別
記
第
十
九
条
様
式
（
第
十
五
条
関
係
）
～
別
記
第
二
十
二
号
様
式 

（
略
） 

 

                                   

別
記
第
十
九
条
様
式
（
第
十
五
条
関
係
）
～
別
記
第
二
十
二
号
様
式 

（
略
） 

 

 

義
務
教
育
学
校

を
追
加
す
る
も

の
。 

                                 

-21-



                                  

別
記
第
二
十
四
号
様
式
（
第
十
七
条
関
係
） 

（
略
） 

  

                                  

別
記
第
二
十
四
号
様
式
（
第
十
七
条
関
係
） 

（
略
） 

  

 

義
務
教
育
学
校

を
追
加
す
る
も

の
。 

                                 

-22-



                                  

別
記
第
二
十
六
号
様
式
（
第
十
七
条
関
係
）
～
別
記
第
二
十
九
号
様
式 

（
略
） 

  

                                  

別
記
第
二
十
六
号
様
式
（
第
十
七
条
関
係
）
～
別
記
第
二
十
九
号
様
式 

（
略
） 

  

 

義
務
教
育
学
校

を
追
加
す
る
も

の
。 

                                 

-23-



                                 

別
記
第
三
十
一
号
様
式
（
第
二
十
三
条
関
係
） 

～
別
記
第
三
十
二
号
様
式
（
第
二
十
四
条
関
係
） 

（
略
） 

  

                                 

別
記
第
三
十
一
号
様
式
（
第
二
十
三
条
関
係
） 

～
別
記
第
三
十
二
号
様
式
（
第
二
十
四
条
関
係
） 

（
略
） 

  

 

義
務
教
育
学
校

を
追
加
す
る
も

の
。 

文
言
の
整
理
を

行
う
も
の
。 

                               

-24-



                                 

別
記
第
三
十
四
号
様
式
（
第
二
十
五
条
関
係
） 

（
略
） 

   

                                 

別
記
第
三
十
四
号
様
式
（
第
二
十
五
条
関
係
） 

（
略
） 

 

  

 

義
務
教
育
学
校

を
追
加
す
る
も

の
。 
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別
記
第
三
十
六
号
様
式
（
第
二
十
六
条
関
係
） 

～
別
記
第
三
十
八
号
様
式
（
第
二
十
八
条
関
係
） 

（
略
） 

 

附 

則 

（
略
） 

 

                                

別
記
第
三
十
六
号
様
式
（
第
二
十
六
条
関
係
） 

～
別
記
第
三
十
八
号
様
式
（
第
二
十
八
条
関
係
） 

（
略
） 

 

附 

則 

（
略
） 

 

 

義
務
教
育
学
校

を
追
加
す
る
も

の
。 

                         

-26-



学校教育法施行細則の一部改正の概要

１ 改正理由

学校教育法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第４６号）が平成２８

年４月１日より施行されることに伴い，新たな学校の種類として「義務教育学

校」が創設された。

市町村が当該義務教育学校の設置廃止等を行おうとするときは，都道府県教

育委員会に対して届出等が必要なため，当該規則の所要の改正を行うもの。

２ 改正内容

（１）第２条中「学校」の定義に，「義務教育学校」を加えるもの。

（２）設置廃止等の義務教育学校に関する届出等について，文言の整理を行う

もの。

（３）届出様式について，文言の整理を行うもの。

３ 施 行 日

平成２８年４月１日

-27-



 

 

 

 

 

第６号議案 

 

 

校長及び教員の採用手続に関する規則の一部改正について 

 

 

 校長及び教員の採用手続に関する規則（昭和３１年宮城県教育委員会規則第９

号）の一部を別紙のとおり改正する。  

 

 

  平成２８年３月１５日提出 

 

 

                         宮城県教育委員会教育長   髙 橋   仁 

第６号議案 
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校
長
及
び
教
員
の
採
用
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

校
長
及
び
教
員
の
採
用
手
続
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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 様式第８号  

再   任   用   採   用   願   書 

【記入上の注意事項】 

(1) 「年齢」欄は，再任用職員として勤務を希望する年度の４月１日現在における年齢を記入すること。 

(2) 「退職後の住所」欄は，退職後の住所が現住所と異なる場合のみ記入すること。 

(3) 「再任用希望の校種」欄は，「市町村立小中学校（義務教育学校を含む。）」又は「県立学校」のいずれ

かを選択すること。 

(4) 「希望勤務地」欄は，市町村立小中学校（義務教育学校を含む。）希望者は「市町村立小中学校」欄の，県

立学校希望者は「県立学校」欄の勤務地の中からそれぞれ選択すること（複数選択することが望ましい。）。 

(5) 「その他特記事項」欄は，特に配慮を希望する事項等を記入すること。 

提 出 年 月 日           年    月    日 退職(予定)年月日           年    月    日 

所 属 ・ 職 名  

氏          名                                   印 
性別 

□男 

□女 

生年月日 

（年齢） 

    年  月  日生 

（          歳） 職 員 番 号           

現    住    所 （〒      ） 電話番号  

退 職 後 の 住 所 （〒      ） 電話番号  

再任用希望の校種 
    □  市町村立小中学校（義務教育学校を含む。） 

    □  県立学校 

免  許  状 

免許状の種類・教科又は領域 有効期間の満了の日又は修了確認期限 

        年  月  日 

        年  月  日 

        年  月  日 

 年  月  日 

 年  月  日 

 年  月  日 

所 有 資 格 等      

勤 務 年 数 
小学校         年  月 中学校         年  月 義務教育学校     年  月 

高等学校        年  月 中等教育学校     年  月 特別支援学校     年  月 

希 望 勤 務 形 態 

    □  常勤（週38時間45分勤務）を希望する。 

    □  短時間勤務を希望する（希望がかなわない場合には常勤を希望する。）。 

       □ 週23時間15分勤務希望  □ 週15時間30分勤務希望  □ どちらでもよい 

    □  短時間勤務を希望する（希望がかなわない場合には再任用を希望しない。）。 

    □ 週23時間15分勤務希望  □ 週15時間30分勤務希望  □ どちらでもよい 

    □  常勤，短時間勤務のどちらでもよい。 

希 

望 

勤 

務 

地 
市町村立 

小中学校 

    □  大河原教育管内    □  仙台教育管内    □  北部教育管内大崎地区 

    □  北部教育管内栗原地区    □  東部教育管内登米地区 

    □  東部教育管内石巻地区    □  南三陸教育管内 

県立学校 
    □  東部北地区        □  東部南地区      □  北部北地区 

    □  北部南地区        □  中部地区        □  南部地区 

その他特記事項  

-30-



 
 

 

附 
 

則 

 
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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校
長
及
び
教
員
の
採
用
手
続
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
） 

新
旧
対
照
表 

 

第
一
条
～
第
五
条 
（
略
） 

様
式
第
１
号
～
様
式
第
７
号 

（
略
） 

   

 様式第８号  

再   任   用   採   用   願   書 

【記入上の注意事項】 

(1) 「年齢」欄は，再任用職員として勤務を希望する年度の４月１日現在における年齢を記入すること。 

(2) 「退職後の住所」欄は，退職後の住所が現住所と異なる場合のみ記入すること。 

(3) 「再任用希望の校種」欄は，「市町村立小中学校（義務教育学校を含む。）」又は「県立学校」のいずれかを

選択すること。 

(4) 「希望勤務地」欄は，市町村立小中学校（義務教育学校を含む。）希望者は「市町村立小中学校」欄の，県

立学校希望者は「県立学校」欄の勤務地の中からそれぞれ選択すること（複数選択することが望ましい。）。 

(5) 「その他特記事項」欄は，特に配慮を希望する事項等を記入すること。 

提 出 年 月 日           年    月    日 退職(予定)年月日           年    月    日 

所 属 ・ 職 名  

氏          名                                   印 
性別 

□男 

□女 

生年月日 

（年齢） 

    年  月  日生 

（          歳） 職 員 番 号           

現    住    所 （〒      ） 電話番号  

退 職 後 の 住 所 （〒      ） 電話番号  

再任用希望の校種 
    □  市町村立小中学校（義務教育学校を含む。） 

    □  県立学校 

免  許  状 

免許状の種類・教科又は領域 有効期間の満了の日又は修了確認期限 

        年  月  日 

        年  月  日 

        年  月  日 

 年  月  日 

 年  月  日 

 年  月  日 

所 有 資 格 等      

勤 務 年 数 
小学校         年  月 中学校         年  月 義務教育学校     年  月 

高等学校        年  月 中等教育学校     年  月 特別支援学校     年  月 

希 望 勤 務 形 態 

    □  常勤（週38時間45分勤務）を希望する。 

    □  短時間勤務を希望する（希望がかなわない場合には常勤を希望する。）。 

       □ 週23時間15分勤務希望  □ 週15時間30分勤務希望  □ どちらでもよい 

    □  短時間勤務を希望する（希望がかなわない場合には再任用を希望しない。）。 

    □ 週23時間15分勤務希望  □ 週15時間30分勤務希望  □ どちらでもよい 

    □  常勤，短時間勤務のどちらでもよい。 

希 

望 

勤 

務 

地 

市町村立 

小中学校 

    □  大河原教育管内    □  仙台教育管内    □  北部教育管内大崎地区 

    □  北部教育管内栗原地区    □  東部教育管内登米地区 

    □  東部教育管内石巻地区    □  南三陸教育管内 

県立学校 
    □  東部北地区        □  東部南地区      □  北部北地区 

    □  北部南地区        □  中部地区        □  南部地区 

その他特記事項  

 

改 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 

後 

第
一
条
～
第
五
条 

（
略
） 

様
式
第
１
号
～
様
式
第
７
号 

（
略
） 

   

 様式第８号 

再   任   用   採   用   願   書 

提 出 年 月 日           年    月    日 退職(予定)年月日           年    月    日 

所 属 ・ 職 名  

氏          名                                   印 
性別 

□男 

□女 

生年月日 

（年齢） 

    年  月  日生 

（          歳） 職 員 番 号           

現    住    所 （〒      ） 電話番号  

退 職 後 の 住 所 （〒      ） 電話番号  

再任用希望の校種 
    □  市町村立小中学校 

    □  県立学校 

免  許  状 

免許状の種類・教科又は領域 有効期間の満了の日又は修了確認期限 

        年  月  日 

        年  月  日 

        年  月  日 

 年  月  日 

 年  月  日 

 年  月  日 

所 有 資 格 等     

勤 務 年 数 
小学校 

          年    月 

中学校 

          年    月 

高等学校 

          年    月 

特別支援学校 

          年    月 

希 望 勤 務 形 態 

    □  常勤（週38時間45分勤務）を希望する 

    □  短時間勤務を希望する（希望がかなわない場合には常勤を希望する） 

       □ 週23時間15分勤務希望  □ 週15時間30分勤務希望  □ どちらでもよい 

    □  短時間勤務を希望する（希望がかなわない場合には再任用を希望しない） 

    □ 週23時間15分勤務希望  □ 週15時間30分勤務希望  □ どちらでもよい 

    □  常勤，短時間勤務のどちらでもよい 

希 

望 

勤 

務 

地 

市町村立 

小中学校 

    □  大河原教育管内    □  仙台教育管内    □  北部教育管内大崎地区 

    □  北部教育管内栗原地区    □  東部教育管内登米地区 

    □  東部教育管内石巻地区    □  南三陸教育管内 

県立学校 
    □  東部北地区        □  東部南地区      □  北部北地区 

    □  北部南地区        □  中部地区        □  南部地区 

その他特記事項  

 

【記入上の注意事項】 

(1) 「年齢」欄は，再任用職員として勤務を希望する年度の４月１日現在における年齢を記入すること。 

(2) 「退職後の住所」欄は，退職後の住所が現住所と異なる場合のみ記入すること。 

(3) 「再任用希望の校種」欄は，「市町村立小中学校」又は「県立学校」のいずれかを選択すること。 

(4) 「希望勤務地」欄は，市町村立小中学校希望者は「市町村立小中学校」欄の，県立学校希望者は「県立学

校」欄の勤務地の中からそれぞれ選択すること（複数選択することが望ましい。）。 

(5) 「その他特記事項」欄は，特に配慮を希望する事項等を記入すること。  

改 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 

前 

    

義
務
教
育
学
校
の

設
置
等
に
伴
う
様

式
の
一
部
改
正 

備 
 

考 
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校長及び教員の採用手続に関する規則の一部改正の概要 

 

 

１ 改正理由 

 

  学校教育法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第４６号）

が平成２８年４月１日より施行されることに伴い，新たな学校の種

類として「義務教育学校」が創設されたことから，様式中の文言の

整理が必要となるもの。 

 

 

２ 改正内容 

 

様式第８号について，「義務教育学校」を追加する等，文言の整理

を行うもの。 

 

 

３ 施 行 日 

 

平成２８年４月１日 
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第７号議案 

 

教育職員の免許状の有効期間の更新等に関する規則の一部改正について 

 

 

 教育職員の免許状の有効期間の更新等に関する規則（平成２１年宮城県教育委

員会規則第７号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

  平成２８年３月１５日提出 

 

 

             宮城県教育委員会教育長 髙 橋   仁 

 
第７号議案 
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教
育
職
員
の
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

教
育
職
員
の
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
第
二
項
第
二
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
、
「
又
は
特
別
支
援
学
校
」
を
「
、

特
別
支
援
学
校
若
し
く
は
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
以
下
「
幼
保
連
携
型
認
定

こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
「
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
」
を
削
る
。 

 
 
 
 
 
 

附 
 

則 

 
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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教
育
職
員
の
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
） 

新
旧
対
照
表 

 

改 
 
 

 
 

正 
 
 

 
 

後 

現 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

行 

備 
 

考 

  

第
一
条 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

（
略
） 

  
 

（
免
許
状
更
新
講
習
を
受
講
で
き
る
者
） 

 

第
二
条 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

（
略
） 

 

２ 

更
新
講
習
規
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、 

 
 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

 
 

一 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

（
略
） 

 
 

二 

教
育
職
員
と
し
て
任
命
又
は
雇
用
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
者
の
う
ち
、
宮 

 
 
 

城
県
内
に
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、 

 
 
 

中
等
教
育
学
校
、
特
別
支
援
学
校
若
し
く
は
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る 

 
 
 

教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年 

 
 
 

法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど 

 
 
 

も
園
（
以
下
「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る 

 
 
 

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条
に
規
定
す 

 
 
 

る
学
校
法
人
又
は
宮
城
県
内
に
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る 

 
 
 

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定 

 
 
 

す
る
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
で
あ
る
者 

 
 

三 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

（
略
） 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
以
下
略
） 

  
 
 
 

附 

則 

 
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

第
一
条 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

（
略
） 

  
 

（
免
許
状
更
新
講
習
を
受
講
で
き
る
者
） 

 

第
二
条 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

（
略
） 

 

２ 

更
新
講
習
規
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
の
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、 

 
 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

 
 

一 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

（
略
） 

 
 

二 

教
育
職
員
と
し
て
任
命
又
は
雇
用
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
者
の
う
ち
、
宮 

 
 
 

城
県
内
に
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
又 

 
 
 

は
特
別
支
援
学
校
を
設
置
す
る
私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二 

 
 
 

百
七
十
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
学
校
法
人
又
は
宮
城
県
内
に
就
学
前
の 

 
 
 

子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法 

 
 
 

律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保 

 
 
 

連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律 

 
 
 

第
四
十
五
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人
の
理
事
で
あ
る 

 
 
 

者 

  
 

三 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

（
略
） 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

（
以
下
略
） 

          

学
校
法
人
が
設
置 

 

す
る
学
校
の
種
類 

 

に
義
務
教
育
学
校 

 

及
び
幼
保
連
携
型 

 

認
定
こ
ど
も
園
を 

 

加
え
る
も
の
。 
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教育職員の免許状の有効期間の更新等に関する規則の 

一部改正の概要 

 

 

１ 改正理由 

 

 学校教育法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第４６

号）が平成２８年４月１日より施行されることに伴い，新たな学

校の種類として「義務教育学校」が創設されたことから，学校法

人が設置する学校の種類に「義務教育学校」を追加する必要があ

るもの。 

 また，「幼保連携型認定こども園」を設置する学校法人がある

ことから，併せて追加するもの。 

 

２ 改正内容 

 

 第２条に，「義務教育学校」及び「幼保連携型認定こども園」

を加えるもの。 

 

３ 施 行 日 

 

 平成２８年４月１日 
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第８号議案

第８号議案

高等学校等育英奨学資金貸付条例施行規則の一部改正について

高等学校等育英奨学資金貸付条例施行規則（平成１６年宮城県教育委員会規則

第５号）の一部を別紙のとおり改正する。

平成２８年３月１５日提出

宮城県教育委員会教育長 髙 橋 仁
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高

等

学

校

等

育

英

奨

学

資

金

貸

付

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則 
高

等

学

校

等

育

英

奨

学

資

金

貸

付

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

六

年

宮

城

県

教

育

委

員

会

規

則

第

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

第

九

条

第

一

号

中

「

中

学

校

（

」

の

下

に

「

義

務

教

育

学

校

の

後

期

課

程

、
」

を

加

え

る

。 

 
 

 

附 
則 

 

こ

の

規

則

は

、

平

成

二

十

八

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 
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高
等
学
校
等
育
英
奨
学
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則 

新
旧
対
照
表 

改
正
案 

現
行 

備
考 

 
 

 

第
一
条
～
第
八
条 

（
略
） 

第
一
条
～
第
八
条 

（
略
） 

 

 (

貸
付
け
の
申
請)

 

第
九
条 

申
請
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
書
類
を
、
教
育
委
員
会
に
そ
の
定
め
る
期
日
ま
で
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
随
時

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

中
学
校(

義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
及

び
特
別
支
援
学
校
の
中
等
部
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

に
在
学
し
、
翌
年
度

に
高
等
学
校
等
へ
の
進
学
を
希
望
す
る
者
が
、
高
等
学
校
等
に
在
学
す
る

こ
と
と
な
っ
た
と
き
に
奨
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
。 

イ 

奨
学
資
金
貸
付
申
請
書(

様
式
第
一
号
の
一)

 

ロ 

世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し 

ハ 

学
習
の
成
績
等
を
証
す
る
書
類 

ニ 

世
帯
全
員
の
収
入
を
証
す
る
書
類 

ホ 

そ
の
他
教
育
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

 

 (

貸
付
け
の
申
請)

 

第
九
条 

申
請
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
書
類
を
、
教
育
委
員
会
に
そ
の
定
め
る
期
日
ま
で
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
随
時

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

中
学
校(

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
及

び
特
別
支
援
学
校
の
中
等
部
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

に
在
学
し
、
翌
年
度

に
高
等
学
校
等
へ
の
進
学
を
希
望
す
る
者
が
、
高
等
学
校
等
に
在
学
す
る

こ
と
と
な
っ
た
と
き
に
奨
学
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
。 

イ 

奨
学
資
金
貸
付
申
請
書(

様
式
第
一
号
の
一)

 

ロ 

世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し 

ハ 

学
習
の
成
績
等
を
証
す
る
書
類 

ニ 

世
帯
全
員
の
収
入
を
証
す
る
書
類 

ホ 

そ
の
他
教
育
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
書
類 

 

      

「
義
務
教
育

学
校
」
の
創
設

に
伴
う
も
の
。 

第
九
条
第
一
項
第
二
号
～
第
二
十
四
条 

（
略
） 

第
九
条
第
一
項
第
二
号
～
第
二
十
四
条 

（
略
） 

 

別
表
第
一
（
第
十
九
条
関
係
） 

（
略
） 

別
表
第
一
（
第
十
九
条
関
係
） 

（
略
） 

 

様
式
第
一
号
の
一
（
第
九
条
関
係
）
～
様
式
第
十
六
号
の
二
（
第
二
十
ニ
条
関
係
） 

（
略
） 

様
式
第
一
号
の
一
（
第
九
条
関
係
）
～
様
式
第
十
六
号
の
二
（
第
二
十
ニ
条
関
係
） 

（
略
） 
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高等学校等育英奨学資金貸付条例施行規則の一部改正の概要

１ 改正理由

学校教育法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第４６号）の施行
に伴い，新たな学校の種類として「義務教育学校」が創設されたことから，
当該「義務教育学校の後期課程」に在学する者の貸付の申請手続について
規定する必要があるため。

２ 改正内容

第９条第１号中「中学校」に「義務教育学校の後期課程」を含むものと
するもの。

３ 施 行 日

平成２８年４月１日
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第９号議案

第９号議案

自然の家管理規則の一部改正について

自然の家管理規則（平成１７年宮城県教育委員会規則第１６号）の一部を別紙

のとおり改正する。

平成２８年３月１５日提出

宮城県教育委員会教育長 髙 橋 仁
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自
然
の
家
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

自
然
の
家
管
理
規
則
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

中
学

生
中
学
生
及
び

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
二
号
中
「

」
を
「

こ
れ
に
準
ず

」
に
改
め
る
。

以
下

る
者
以
下

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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自
然
の
家
管
理
規
則 

新
旧
対
照
表 

改
正
案 

現
行 

備
考 

 
 

 

第
一
条
～
第
十
一
条 

（
略
） 

第
一
条
～
第
十
一
条 

（
略
） 

 

  
 
 

附 

則 
（
略
） 

 

 

様
式
第
一
号
（
第
五
条
関
係
） 

                           

  
 
 

附 

則 

（
略
） 

 

 

様
式
第
一
号
（
第
五
条
関
係
） 
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様
式
第
二
号
（
第
五
条
関
係
） 

                              

様
式
第
三
号
（
第
八
条
関
係
）
～
様
式
第
五
号
（
第
十
条
関
係
） 

（
略
） 

 

様
式
第
二
号
（
第
五
条
関
係
） 

                              

様
式
第
三
号
（
第
八
条
関
係
）
～
様
式
第
五
号
（
第
十
条
関
係
） 

（
略
） 
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自然の家管理規則の一部改正の概要

１ 改正理由

学校教育法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第４６号）により
「義務教育学校」が新たな学校の種類として規定されることから，自然の
家条例の一部改正が必要となり，合わせて当該規則においても所要の改正
を行う必要があるため。

２ 改正内容

様式第１号及び第２号中「中学生以下」の文言を「中学生及びこれに準
ずる者以下」に改める。

３ 施 行 日

平成２８年４月１日
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-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-
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2004205fa
説明資料



 

 

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う規則改正について 

 

  学校教育法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第４６号）が平成２８年４月１日

に施行されることに伴い，下記のとおり教育委員会規則の改正が必要となる。 

 

（改正理由） 

  小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う「義務教育学校」が新たな学校の種類

として創設されることにより，各規則において，義務教育学校やその児童・生徒等を対象

とすることなど，所要の改正が必要となるもの。 

 

 規則名 改正内容 

第
５
号
議
案 

学校教育法施行細則

の一部改正について 

「義務教育学校」に係る設置の届出等に関する事項を規

定するもの。 

（１）第２条中「学校」の定義に，「義務教育学校」を加

えるもの。 

（２）設置廃止等の義務教育学校に関する届出等につい

て，文言の整理を行うもの。 

（３）届出様式について，文言の整理を行うもの。 

第
６
号
議
案 

校長及び教員の採用

手続に関する規則の

一部改正について 

再任用採用願書の様式第８号について，「義務教育学校」

を追加する等，文言の整理を行うもの。 

第
７
号
議
案 

教育職員の免許状の

有効期間の更新等に

関する規則の一部改

正について 

免許状更新講習を受講できる者を規定している第２条

について，学校法人が設置する学校の種類に「義務教育学

校」等を追加するもの。 

第
８
号
議
案 

高等学校等育英奨学

資金貸付条例施行規

則の一部改正につい

て 

貸付け申請を規定している第９条第１項について，「中

学校」に「義務教育学校の後期課程」を含むものとするも

の。 

第
９
号
議
案 

自然の家管理規則の

一部改正について 

自然の家使用許可申請書（様式第１号）及び自然の家使

用許可書（様式第２号）について，「中学生以下」を「中

学生及びこれに準ずる者以下」に改める文言の整理を行う

もの。 

 

（施行期日） 平成２８年４月１日 

第５号議案～第９号議案 説明資料 
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第１０号議案 

 

宮城県教育委員会行政組織規則の一部改正について 

 

 

 宮城県教育委員会行政組織規則（昭和４１年宮城県教育委員会規則第４号）の

一部を別紙のとおり改正する。 

 

   平成２８年３月１５日提出 

 

 

                      宮城県教育委員会教育長  髙 橋   仁 

第１０号議案 
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宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
号
中
「
除
く
。
）
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
、
中
等
教
育
学
校
」
を
加
え
、
同
条
第
二
号
中

「
中
学
校
」
の
下
に
「
（
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
、
「
除

く
。
）
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
、
同
条
第
三
号
中
「
中
学
校
」
の
下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加

え
、
同
条
第
五
号
中
「
及
び
」
を
「
、
」
に
改
め
、
「
除
く
。
）
」
の
下
に
「
及
び
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
、
同
条

第
六
号
中
「
及
び
中
学
校
」
を
「
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
及
び
中
学
校
」
を

「
、
中
学
校
」
に
改
め
、
「
除
く
。
）
」
の
下
に
「
及
び
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
、
同
条
第
八
号
中
「
中
学
校
」
の

下
に
「
、
義
務
教
育
学
校
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
第
二
号
及
び
第
四
号
中
「
及
び
中
学
校
」
を
「
、
中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
」
に
改
め
る
。

「

県
立
学
校

上
司
の
命
を
受
け
、
県
立
学
校
教
育
職
員
の

第
十
七
条
第
二
項
の
表
中

人
事
専
門

教
職
員
課

人
事
、
服
務
及
び
研
修
に
関
す
る
事
務
を
掌

を

監

理
す
る
。

」

「

県
立
学
校

上
司
の
命
を
受
け
、
県
立
学
校
教
育
職
員
の

人
事
専
門

教
職
員
課

人
事
、
服
務
及
び
研
修
に
関
す
る
事
務
を
掌

監

理
す
る
。

心
の
サ
ポ

上
司
の
命
を
受
け
、
学
校
が
抱
え
る
特
に
重

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「

ー
ト
専
門

義
務
教
育
課

要
な
教
育
上
の
課
題
（
心
の
ケ
ア
、
い
じ

監

め
、
不
登
校
等
）
へ
の
対
策
に
関
す
る
事
務
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を
掌
理
す
る
。

」

県
立
学
校
人
事
専
門
監
」
の
下
に
「
、
心
の
サ
ポ
ー
ト
専
門
監
」
を
加
え
る
。

第
二
十
六
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

宮
城
県
立
支
援
学
校
女
川
高
等
学
園

牡
鹿
郡
女
川
町

「

高
等
学
校
入

高
等
学
校
入
学
者
選
抜
審
議
会
条
例(

昭
和

高
校
教

学
者
選
抜
審

二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
号)

第
一
条

育
課

別
表
第
二
第
二
号
の
表
中

議
会

の
規
定
に
よ
る
高
等
学
校
の
通
学
区
域
、
入

を

学
者
の
選
抜
及
び
学
力
検
査
問
題
の
作
成
に

関
す
る
重
要
事
項
の
調
査
審
議
に
関
す
る
こ

と
。

」

「

高
等
学
校
入

高
等
学
校
入
学
者
選
抜
審
議
会
条
例(

昭
和

高
校
教

学
者
選
抜
審

二
十
八
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
号)
第
一
条

育
課

議
会

の
規
定
に
よ
る
高
等
学
校
の
通
学
区
域
、
入

学
者
の
選
抜
及
び
学
力
検
査
問
題
の
作
成
に

関
す
る
重
要
事
項
の
調
査
審
議
に
関
す
る
こ

と
。

に
改
め
る
。

宮
城
県
い
じ

い
じ
め
防
止
対
策
調
査
委
員
会
条
例
（
平
成

め
防
止
対
策

二
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
六
号
）
第
二
条
の
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調
査
委
員
会

規
定
に
よ
る
い
じ
め
防
止
等
の
た
め
の
有
効

な
対
策
に
関
す
る
事
項
、
重
大
事
態
そ
の
他

の
県
立
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
等
に
係
る
い

じ
め
の
事
案
の
調
査
審
議
に
関
す
る
こ
と
。

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
新
旧
対
照
表

改

正

後

現

行

備

考

第
一
条
～
第
十
条

（
略
）

第
一
条
～
第
十
条

（
略
）

（
義
務
教
育
課
）

（
義
務
教
育
課
）

○
学
校
教
育
法
の
改
正
及
び

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

文
言
の
整
理

一

小
学
校
、
中
学
校
（
教
育
企
画
室
の
分
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、

一

小
学
校
、
中
学
校
（
教
育
企
画
室
の
分
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

義
務
教
育
学
校
、
中
等
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
設
置
及
び
廃
止

及
び
特
別
支
援
学
校
の
設
置
及
び
廃
止

に
関
す
る
こ
と
。

に
関
す
る
こ
と
。

二

小
学
校
、
中
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
を
含
む
。
以
下
こ
の

二

小
学
校
、
中
学
校

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
教
育
企
画
室
の
分
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

（
教
育
企
画
室
の
分
掌
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

、
義
務
教
育
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
に

及
び
特
別
支
援
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
に

関
す
る
こ
と
。

関
す
る
こ
と
。

三

小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
及
び
幼
稚
園
の
管
理
運
営
に
つ
い

三

小
学
校
、
中
学
校

及
び
幼
稚
園
の
管
理
運
営
に
つ
い

て
の
指
導
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

て
の
指
導
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

四

（
略
）

四

（
略
）

五

小
学
校
、

中
学
校
（
特
別
支
援
教
育
室
の
分
掌
に
係
る
も
の
を
除
く

五

小
学
校
及
び
中
学
校
（
特
別
支
援
教
育
室
の
分
掌
に
係
る
も
の
を
除
く

。
）
及
び
義
務
教
育
学
校
並
び
に
幼
稚
園
の
教
育
課
程
に
関
す
る
こ
と
。

。
）

並
び
に
幼
稚
園
の
教
育
課
程
に
関
す
る
こ
と
。

六

小
学
校
、

中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の
学
習
指
導
、
生
徒
指
導
及

六

小
学
校
及
び
中
学
校

の
学
習
指
導
、
生
徒
指
導
及
び

び
進
路
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

進
路
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

七

小
学
校
、

中
学
校
（
特
別
支
援
教
育
室
及
び
高
校
教
育
課
の
分
掌
に

七

小
学
校
及
び
中
学
校
（
特
別
支
援
教
育
室
及
び
高
校
教
育
課
の
分
掌
に

係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
義
務
教
育
学
校
の
教
科
用
図
書
そ
の
他
の
教

係
る
も
の
を
除
く
。
）

の
教
科
用
図
書
そ
の
他
の
教

材
に
関
す
る
こ
と
。

材
に
関
す
る
こ
と
。

八

小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
及
び
幼
稚
園
に
関
す
る
教
育
団
体

八

小
学
校
、
中
学
校

及
び
幼
稚
園
に
関
す
る
教
育
団
体

の
育
成
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

の
育
成
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

九

（
略
）

九

（
略
）

（
特
別
支
援
教
育
室
）

（
特
別
支
援
教
育
室
）
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第
十
二
条

（
略
）

第
十
二
条

（
略
）

一

（
略
）

一

（
略
）

二

小
学
校
、

中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の
特
別
支
援
学
級
並
び
に
特

二

小
学
校
及
び
中
学
校

の
特
別
支
援
学
級
並
び
に
特

別
支
援
学
校
の
教
育
課
程
に
関
す
る
こ
と
。

別
支
援
学
校
の
教
育
課
程
に
関
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

四

小
学
校
、

中
学
校
及
び
義
務
教
育
学
校
の
特
別
支
援
学
級
並
び
に
特

四

小
学
校
及
び
中
学
校

の
特
別
支
援
学
級
並
び
に
特

別
支
援
学
校
の
教
科
用
図
書
そ
の
他
の
教
材
に
関
す
る
こ
と
。

別
支
援
学
校
の
教
科
用
図
書
そ
の
他
の
教
材
に
関
す
る
こ
と
。

五
～
六

（
略
）

五
～
六

（
略
）

第
十
三
条
～
第
十
六
条

（
略
）

第
十
三
条
～
第
十
六
条

（
略
）

（
職
及
び
職
務
）

（
職
及
び
職
務
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
を
そ
れ
ぞ
れ

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
職
を
そ
れ
ぞ
れ

当
該
中
欄
に
掲
げ
る
組
織
に
置
き
、
そ
の
職
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に

当
該
中
欄
に
掲
げ
る
組
織
に
置
き
、
そ
の
職
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
欄
に

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

職

組

織

職

務

職

組

織

職

務

（
略
）

（
略
）

県
立
学
校

教
職
員
課

上
司
の
命
を
受
け
、
県
立
学
校
教
育
職
員
の
人
事

県
立
学
校

教
職
員
課

上
司
の
命
を
受
け
、
県
立
学
校
教
育
職
員
の
人
事

人
事
専
門

、
服
務
及
び
研
修
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

人
事
専
門

、
服
務
及
び
研
修
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

監

監

心
の
サ
ポ

義
務
教
育

上
司
の
命
を
受
け
、
学
校
が
抱
え
る
特
に
重
要
な

○
職
の
新
設

ー
ト
専
門

課

教
育
上
の
課
題
（
心
の
ケ
ア
、
い
じ
め
、
不
登
校

監

等
）
へ
の
対
策
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ

上
司
の
命
を
受
け
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
係
る
施

ス
ポ
ー
ツ

ス
ポ
ー
ツ

上
司
の
命
を
受
け
、
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
に
係
る
施
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振
興
専
門

健
康
課

策
の
推
進
及
び
ス
ポ
ー
ツ
団
体
に
関
す
る
事
務
を

振
興
専
門

健
康
課

策
の
推
進
及
び
ス
ポ
ー
ツ
団
体
に
関
す
る
事
務
を

監

掌
理
す
る
。

監

掌
理
す
る
。

（
略
）

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

４

課(

室)

長
は
事
務
職
員
又
は
技
術
職
員
を
、
課(

室)

長
補
佐
は
事
務
職
員

４

課(

室)

長
は
事
務
職
員
又
は
技
術
職
員
を
、
課(

室)

長
補
佐
は
事
務
職
員

○
職
の
新
設
関
連

、
指
導
主
事
、
社
会
教
育
主
事
又
は
管
理
主
事
を
、
技
術
補
佐
は
技
術
職
員

、
指
導
主
事
、
社
会
教
育
主
事
又
は
管
理
主
事
を
、
技
術
補
佐
は
技
術
職
員

を
、
小
中
学
校
人
事
専
門
監
、
県
立
学
校
人
事
専
門
監
、
心
の
サ
ポ
ー
ト
専

を
、
小
中
学
校
人
事
専
門
監
、
県
立
学
校
人
事
専
門
監
、

門
監
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
専
門
監
、
社
会
教
育
専
門
監
及
び
企
画
員
は
事
務
職

、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
専
門
監
、
社
会
教
育
専
門
監
及
び
企
画
員
は
事
務
職

員
又
は
技
術
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。

員
又
は
技
術
職
員
を
も
つ
て
充
て
る
。

第
十
八
条
～
第
二
十
五
条

（
略
）

第
十
八
条
～
第
二
十
五
条

（
略
）

（
設
置
）

（
設
置
）

第
二
十
六
条

県
立
学
校
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
十
六
号
）
に

第
二
十
六
条

県
立
学
校
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
十
六
号
）
に

よ
り
設
置
さ
れ
た
高
等
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
名
称
及
び
位

よ
り
設
置
さ
れ
た
高
等
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
名
称
及
び
位

置
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

置
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

名

称

位

置

名

称

位

置

（
略
）

（
略
）

宮
城
県
立
支
援
学
校
小
牛
田
高
等
学
園

遠
田
郡
美
里
町

宮
城
県
立
支
援
学
校
小
牛
田
高
等
学
園

遠
田
郡
美
里
町

宮
城
県
立
支
援
学
校
女
川
高
等
学
園

牡
鹿
郡
女
川
町

○
支
援
学
校
の
新
設

第
二
十
七
条
～
第
四
十
三
条

（
略
）

第
二
十
七
条
～
第
四
十
三
条

（
略
）
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別
表
第
一

（
略
）

別
表
第
一

（
略
）

別
表
第
二
（
第
四
十
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
四
十
条
関
係
）

一

法
令
に
よ
る
も
の

（
略
）

一

法
令
に
よ
る
も
の

（
略
）

二

条
例
に
よ
る
も
の

二

条
例
に
よ
る
も
の

名

称

担

任

事

務

主
管
課

名

称

担

任

事

務

主
管
課

（
略
）

（
略
）

高
等
学
校
入

高
等
学
校
入
学
者
選
抜
審
議
会
条
例(

昭
和
二

高
校
教

高
等
学
校
入

高
等
学
校
入
学
者
選
抜
審
議
会
条
例(

昭
和
二

高
校
教

学
者
選
抜
審

十
八
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
号)

第
一
条
の
規

育
課

学
者
選
抜
審

十
八
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
号)

第
一
条
の
規

育
課

議
会

定
に
よ
る
高
等
学
校
の
通
学
区
域
、
入
学
者

議
会

定
に
よ
る
高
等
学
校
の
通
学
区
域
、
入
学
者

の
選
抜
及
び
学
力
検
査
問
題
の
作
成
に
関
す

の
選
抜
及
び
学
力
検
査
問
題
の
作
成
に
関
す

る
重
要
事
項
の
調
査
審
議
に
関
す
る
こ
と
。

る
重
要
事
項
の
調
査
審
議
に
関
す
る
こ
と
。

宮
城
県
い
じ

い
じ
め
防
止
対
策
調
査
委
員
会
条
例
（
平
成

○
い
じ
め
防
止
対
策
調
査
委

め
防
止
対
策

二
十
六
年
宮
城
県
条
例
第
六
号
）
第
二
条
に

員
会
条
例
に
基
づ
く
も
の

調
査
委
員
会

規
定
に
よ
る
い
じ
め
防
止
等
の
た
め
の
有
効

な
対
策
に
関
す
る
事
項
、
重
大
事
態
そ
の
他

の
県
立
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
等
に
係
る
い

じ
め
の
事
案
の
調
査
審
議
に
関
す
る
こ
と
。

障
害
児
就
学

障
害
児
就
学
指
導
審
議
会
条
例
（
昭
和
五
十

特
別
支

障
害
児
就
学

障
害
児
就
学
指
導
審
議
会
条
例
（
昭
和
五
十

特
別
支

指
導
審
議
会

年
宮
城
県
条
例
第
二
十
七
号
）
第
一
条
の
規

援
教
育

指
導
審
議
会

年
宮
城
県
条
例
第
二
十
七
号
）
第
一
条
の
規

援
教
育

定
に
よ
る
障
害
の
あ
る
学
齢
児
童
、
学
齢
生

室

定
に
よ
る
障
害
の
あ
る
学
齢
児
童
、
学
齢
生

室

徒
等
の
就
学
指
導
に
関
す
る
重
要
事
項
の
調

徒
等
の
就
学
指
導
に
関
す
る
重
要
事
項
の
調

査
審
議
及
び
教
育
委
員
会
に
対
す
る
意
見
の

査
審
議
及
び
教
育
委
員
会
に
対
す
る
意
見
の

具
申
に
関
す
る
こ
と
。

具
申
に
関
す
る
こ
と
。
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（
略
）

（
略
）
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宮城県教育委員会行政組織規則の一部改正の概要

１ 改正内容

（１）「学校教育法等の一部を改正する法律」の施行に伴う改正

「学校教育法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第４６号）」の施

行に伴い，小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う「義務教育学

校」が新たに学校の種類として創設されることに伴い，関係規定を整理す

るもの。

【改正：第１１条，第１２条関係】

（２）職の新設に係る関係規定の改正

平成２８年度から，「心のサポート専門監」を新たに設置することから，

関係規定を整理するもの。

○心のサポート専門監

心のケア・いじめ・不登校等の課題について，児童生徒や保護者への対応と併せ

て，教職員の悩みに対する助言や課題解決を支援するため，教育庁に「心のケア・

いじめ・不登校等対策支援チーム」を設置し，チームの実務責任者として「心のサ

ポート専門監」を義務教育課に新設するもの。

【改正：第１７条】

（３）県立学校の新設に係る改正

平成２８年４月１日から，宮城県立支援学校女川高等学園が開校するこ

とから，関係規定に同校の名称等を追加するもの。

【改正：第２６条関係】

（４）附属機関の設置に係る改正

いじめの防止等の対策に関する事項や県立学校に在籍する児童等に係る

いじめの事案を調査審議する「いじめ防止対策調査委員会条例（平成２６

年条例第６号）」の施行に伴い，条例に基づく附属機関として「宮城県いじ

め防止対策調査委員会」を設置したことから，関係規定を整理するもの。

【改正：第４０条別表第２関係】

２ 施行日

平成２８年４月１日
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第１１号議案

第１１号議案

教育長に対する事務の委任等に関する規則の一部改正について

教育長に対する事務の委任等に関する規則（昭和３１年宮城県教育委員会規則

第１２号）の一部を別紙のとおり改正する。

平成２８年３月１５日提出

宮城県教育委員会教育長 髙 橋 仁
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教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
二
十
号
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、
「
裁
決
し
、
又
は
決
定
」
を
「
裁
決
」
に
改

め
る
。

第
二
条
第
一
項
第
十
号
中
「
不
服
申
立
て
」
を
「
審
査
請
求
」
に
、
「
決
定
」
を
「
裁
決
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
さ
れ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
さ
れ
た
申
請
に
係
る
不
作
為
に

係
る
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則 

新
旧
対
照
表 

（
昭
和
三
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号
） 

改
正
案 

現
行 

備
考 

教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則 

教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則 

 

第
一
条 

宮
城
県
教
育
委
員
会(

以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。)

は
、
そ
の
権
限
に
属
す

る
事
務
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
事
務
を
宮
城
県
教
育
委
員
会
教

育
長(

以
下
「
教
育
長
」
と
い
う
。)

に
委
任
す
る
。 

第
一
条 

宮
城
県
教
育
委
員
会(

以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。)

は
、
そ
の
権
限
に
属

す
る
事
務
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
事
務
を
宮
城
県
教
育
委

員
会
教
育
長(

以
下
「
教
育
長
」
と
い
う
。)

に
委
任
す
る
。 

 

一 

～ 

十
九 

（
略
） 

一 

～ 

十
九 

（
略
） 

 

二
十 

審
査
請
求
に
対
し
て
裁
決
す
る
こ
と
。 

二
十 

不
服
申
立
て
に
対
し
て
裁
決
し
、
又
は
決
定
す
る
こ
と
。 

行
政
不
服
審

査
法
の
全
部

改
正
に
伴
う

も
の
。 

二
十
一 

～ 

二
十
五 

（
略
） 

二
十
一 

～ 

二
十
五 

（
略
） 

２ 

教
育
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
て
処
理
し
た
事
務
の
う
ち
、
重
要

と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
委
員
会
の
会
議
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

教
育
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
委
任
を
受
け
て
処
理
し
た
事
務
の
う
ち
、

重
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
委
員
会
の
会
議
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
条 

教
育
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
条 

教
育
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

～ 

九 

（
略
） 

一 

～ 

九 

（
略
） 

十 

前
条
第
一
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
行
政
文
書
の
開
示
等
の
決
定

又
は
個
人
情
報
の
開
示
等
の
決
定
に
関
す
る
審
査
請
求
に
対
し
裁
決
す
る
こ
と
。 

十 

前
条
第
一
項
第
二
十
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
行
政
文
書
の
開
示
等
の

決
定
又
は
個
人
情
報
の
開
示
等
の
決
定
に
関
す
る
不
服
申
立
て
に
対
し
決
定

す
る
こ
と
。 

行
政
不
服

審
査
法
の

全
部
改
正

に
伴
う
も

の
。 

十
一 

～ 

十
三 

（
略
） 

十
一 

～ 

十
三 

（
略
） 

２ 

教
育
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
専
決
し
た
事
項
の
う
ち
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
委
員
会
の
会
議
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

教
育
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
専
決
し
た
事
項
の
う
ち
、
必
要
と
認
め
ら

れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
委
員
会
の
会
議
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

第
三
条 

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
教
育
長
が
委
任
を
受
け
た
事
務
以
外
の
も

の
で
緊
急
に
処
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
務
が
生
じ
、
か
つ
、
委
員
会

の
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
又
は
招
集
す
る
い
と
ま
が
な
い
と
き
は
、
教

育
長
は
、
当
該
緊
急
に
処
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
務
に
つ
い
て
臨
時

第
三
条 

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
教
育
長
が
委
任
を
受
け
た
事
務
以
外

の
も
の
で
緊
急
に
処
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
務
が
生
じ
、
か
つ
、

委
員
会
の
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
又
は
招
集
す
る
い
と
ま
が
な
い

と
き
は
、
教
育
長
は
、
当
該
緊
急
に
処
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
事
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に
代
理
し
、
又
は
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

務
に
つ
い
て
臨
時
に
代
理
し
、
又
は
専
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
教
育
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
に
代
理
し
又
は
専
決
し
た
と
き
は
、
最
近

の
委
員
会
の
会
議
に
そ
の
理
由
及
び
事
務
処
理
の
状
況
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

２ 

教
育
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
に
代
理
し
又
は
専
決
し
た
と
き
は
、

最
近
の
委
員
会
の
会
議
に
そ
の
理
由
及
び
事
務
処
理
の
状
況
を
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

附 

則 

附 

則 
 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

２ 

次
に
掲
げ
る
規
則
は
、
廃
止
す
る
。 

２ 

次
に
掲
げ
る
規
則
は
、
廃
止
す
る
。 

 

教
育
長
専
決
規
程(

昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
十
四
号)

、
教
育

財
産
の
登
記
嘱
託
に
関
す
る
規
程(
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
十

五
号) 

教
育
長
専
決
規
程(

昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
十
四
号)

、
教

育
財
産
の
登
記
嘱
託
に
関
す
る
規
程(

昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則

第
五
十
五
号) 

 

（
中 

略
） 

 

（
中 

略
） 

 

附 

則(

平
成
二
七
年
教
委
規
則
第
九
号) 

附 

則(

平
成
二
七
年
教
委
規
則
第
九
号) 

 

(

施
行
期
日) 

(

施
行
期
日) 

 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

(

経
過
措
置) 

(

経
過
措
置) 

 

２ 

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平

成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号)

附
則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正

後
の
教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規

定
は
適
用
せ
ず
、
改
正
前
の
教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
第
一

条
及
び
第
二
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

２ 

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
二
十
六
年
法
律
第
七
十
六
号)

附
則
第
二
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、

改
正
後
の
教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
第
一
条
及
び
第
二

条
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
改
正
前
の
教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す

る
規
則
第
一
条
及
び
第
二
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 
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教育長に対する事務の委任等に関する規則の一部改正の概要

１ 改正理由

・行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）の全部改正に伴い，所要
の文言整理を行う必要があるため。

２ 改正内容

・不服申立制度が審査請求に一元化されるため，下記のとおり文言整理を
行うもの。

（該当条項：第１条第１項第２０号，第２条第１項第１０号）
不服申立て ⇒ 審査請求
裁決し，又は決定 ， 決定 ⇒ 裁決

３ 施 行 日

・平成２８年４月１日
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第１２号議案

第１２号議案

宮城県教育委員会会議規則の一部改正について

宮城県教育委員会会議規則（昭和３１年宮城県教育委員会規則第５号）の一部

を別紙のとおり改正する。

平成２８年３月１５日提出

宮城県教育委員会教育長 髙 橋 仁
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宮
城
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

宮
城
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
十
七
条
第
四
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
第
八
条
第
一
項
の
秘
密
会
の
会
議
録
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○
宮
城
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則 

  

第
一
条
～
第
二
十
六
条 

(

略)
 

 
 

(

承
認)

 

第
二
十
七
条 

会
議
録
は
、
次
の
定
例
会
の
会
議
に
お
い
て
承
認
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
会
議
録
の
承
認
の
際
、
記
載
事
項
に
関
し
て
委
員
か
ら
異
議
が
あ

つ
た
と
き
は
、
教
育
長
は
、
会
議
に
は
か
つ
て
決
定
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
会
議
録
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
長
の
指
名
し

た
二
人
の
委
員
が
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

承
認
さ
れ
た
会
議
録
は
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

第
八
条
第
一
項
の
秘
密
会
の
会
議
録
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

第
二
十
八
条
～
第
三
十
一
条 

(

略)
 

 

附
則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

改 
 
 
 
  
 
  
 

正 
  
 
  
 
  
 

後 

 

○
宮
城
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則 

 

第
一
条
～
第
二
十
六
条 

(

略)
 

 (

承
認)
 

第
二
十
七
条 

会
議
録
は
、
次
の
定
例
会
の
会
議
に
お
い
て
承
認
を
受
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
会
議
録
の
承
認
の
際
、
記
載
事
項
に
関
し
て
委
員
か
ら
異
議
が
あ
つ

た
と
き
は
、
教
育
長
は
、
会
議
に
は
か
つ
て
決
定
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
会
議
録
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
長
の
指
名
し
た

二
人
の
委
員
が
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

承
認
さ
れ
た
会
議
録
は
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

第
二
十
八
条
～
第
三
十
一
条 

(

略)
 

 

 

 

現 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

行 

           

実
際
の
取
扱
い
に

合
わ
せ
た
規
定
と

す
る
も
の
。 

備 
 
 
 

考 
宮
城
県
教
育
委
員
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
新
旧
対
照
表 
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第１３号議案 

 

 

県立学校職員の職員評価に関する規則の一部改正について 

 

 

 県立学校職員の職員評価に関する規則（平成１８年宮城県教育委員会規則第３

号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

  平成２８年３月１５日提出 

 

 

             宮城県教育委員会教育長 髙 橋   仁 

 
第１３号議案 
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県
立
学
校
職
員
の
職
員
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

県
立
学
校
職
員
の
職
員
評
価
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
」
を
「
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年

法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
法
」
を
「
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

 
 
 
 
 
 

附 
 

則 

 
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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県
立
学
校
職
員
の
職
員
評
価
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号
） 

新
旧
対
照
表 

 

改 
 
 

 
 

正 
 
 

 
 

後 

現 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

行 

備 
 

考 

  
 

（
目
的
） 

 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部 

 
 

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第
三
条
第
一 

 
 

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
、
宮
城
県
教
育
委
員
会
（
以 

 
 

下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
所
管
に
属
す
る
学
校
の
職
員
（
以 

 
 

下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
行
う
勤
務
成
績
の
評
定
（
以
下
「
職
員 

 
 

評
価
」
と
い
う
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
、
公
正
な
人
事
管
理
に
資 

 
 

す
る
と
と
も
に
、
職
員
が
自
ら
設
定
し
た
目
標
の
達
成
状
況
等
を
自
ら
評
価 

 
 

し
、
及
び
評
価
す
る
者
が
職
員
の
職
務
遂
行
状
況
を
公
正
か
つ
客
観
的
に
評 

 
 

価
す
る
こ
と
に
よ
り
、
職
員
の
育
成
及
び
能
力
開
発
を
図
り
、
も
っ
て
職
員 

 
 

の
資
質
の
向
上
及
び
学
校
組
織
の
活
性
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  
 

（
職
員
評
価
の
対
象
と
な
る
職
員
の
範
囲
） 

 

第
二
条 

職
員
評
価
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
す
べ
て
の
職
員
に
つ
い
て 

 
 

行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

一 

非
常
勤
の
職
員
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和 

 
 
 

二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八 

 
 
 

条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
） 

 
 
 

及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
（
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関 

 
 
 

す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
九
号
）
第
二
条
の
三
に
規
定
す 

 
 
 

る
短
時
間
勤
務
職
員
を
い
う
。
）
を
除
く
。
） 

 
 

二
～
三 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

（
略
） 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
以
下
略
） 

  
 
 
 

附 

則 

 
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

（
目
的
） 

 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十 

 
 

一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
宮 

 
 

城
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
所
管
に
属 

 
 

す
る
学
校
の
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
行
う
勤
務
成
績 

 
 

の
評
定
（
以
下
「
職
員
評
価
」
と
い
う
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
、 

 
 

公
正
な
人
事
管
理
に
資
す
る
と
と
も
に
、
職
員
が
自
ら
設
定
し
た
目
標
の
達 

 
 

成
状
況
等
を
自
ら
評
価
し
、
及
び
評
価
す
る
者
が
職
員
の
職
務
遂
行
状
況
を 

 
 

公
正
か
つ
客
観
的
に
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
、
職
員
の
育
成
及
び
能
力
開
発 

 
 

を
図
り
、
も
っ
て
職
員
の
資
質
の
向
上
及
び
学
校
組
織
の
活
性
化
に
資
す
る 

 
 

こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  
 

（
職
員
評
価
の
対
象
と
な
る
職
員
の
範
囲
） 

 

第
二
条 

職
員
評
価
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
す
べ
て
の
職
員
に
つ
い
て 

 
 

行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 
 

一 

非
常
勤
の
職
員
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
（
法
第
二
十
八
条
の
五
第 

 
 
 

一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
い
う
。
）
及
び
任 

 
 
 

期
付
短
時
間
勤
務
職
員
（
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
等
に
関
す
る
条 

 
 
 

例
（
平
成
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
九
号
）
第
二
条
の
三
に
規
定
す
る
短
時 

 
 
 

間
勤
務
職
員
を
い
う
。
）
を
除
く
。
） 

  
 

二
～
三 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

（
略
） 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
以
下
略
） 

   

地
方
公
務
員
法
の 

 

改
正
に
伴
い
現
在 

 

実
施
し
て
い
る
勤 

 

務
成
績
の
評
定
の 

 

根
拠
規
定
が
削
除 

 

さ
れ
る
が
、
経
過 

 

措
置
に
よ
り
現
在 

 

実
施
し
て
い
る
勤 

 

務
成
績
の
評
定
を 

 

引
き
続
き
実
施
す 

 

る
た
め
に
根
拠
規 

 

定
を
改
め
る
も
の
。 
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第１４号議案 

 

市町村立学校職員の職員評価に関する規則の一部改正について 

 

 

 市町村立学校職員の職員評価に関する規則（平成１８年宮城県教育委員会規則

第４号）の一部を別紙のとおり改正する。 

 

  平成２８年３月１５日提出 

 

 

             宮城県教育委員会教育長 髙 橋   仁 

 
第１４号議案 
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市
町
村
立
学
校
職
員
の
職
員
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

市
町
村
立
学
校
職
員
の
職
員
評
価
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
四
十
六

条
の
規
定
に
基
づ
き
」
を
「
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年

法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
」
に
改
め
る
。 

 
 
 
 
 
 

附 
 

則 

 
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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市
町
村
立
学
校
職
員
の
職
員
評
価
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
） 

新
旧
対
照
表 

 

改 
 
 

 
 

正 
 
 

 
 

後 

現 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

行 

備 
 

考 

  
 

（
目
的
） 

 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
法
の
一
部 

 
 

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第
十
五
条
の 

 
 

規
定
に
基
づ
き
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
、
市
町
村
教
育
委
員
会
が
行
う
市 

 
 

町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第 

 
 

一
条
及
び
第
二
条
に
規
定
す
る
職
員
（
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
）
の
勤
務 

 
 

成
績
の
評
定
（
以
下
「
職
員
評
価
」
と
い
う
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定 

 
 

め
、
公
正
な
人
事
管
理
に
資
す
る
と
と
も
に
、
職
員
が
自
ら
設
定
し
た
目
標 

 
 

の
達
成
状
況
等
を
自
ら
評
価
し
、
及
び
評
価
す
る
者
が
職
員
の
職
務
遂
行
状 

 
 

況
を
公
正
か
つ
客
観
的
に
評
価
す
る
こ
と
に
よ
り
、
職
員
の
育
成
及
び
能
力 

 
 

開
発
を
図
り
、
も
っ
て
職
員
の
資
質
の
向
上
及
び
学
校
組
織
の
活
性
化
に
資 

 
 

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
以
下
略
） 

  
 
 
 

附 

則 

 
 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

（
目
的
） 

 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（ 

 
 

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
四
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
市 

 
 

町
村
教
育
委
員
会
が
行
う
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三 

 
 

年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
一
条
及
び
第
二
条
に
規
定
す
る
職
員
（
以
下
「 

 
 

職
員
」
と
い
う
。
）
の
勤
務
成
績
の
評
定
（
以
下
「
職
員
評
価
」
と
い
う
。 

 
 

）
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
、
公
正
な
人
事
管
理
に
資
す
る
と
と
も
に
、 

 
 

職
員
が
自
ら
設
定
し
た
目
標
の
達
成
状
況
等
を
自
ら
評
価
し
、
及
び
評
価
す 

 
 

る
者
が
職
員
の
職
務
遂
行
状
況
を
公
正
か
つ
客
観
的
に
評
価
す
る
こ
と
に
よ 

 
 

り
、
職
員
の
育
成
及
び
能
力
開
発
を
図
り
、
も
っ
て
職
員
の
資
質
の
向
上
及 

 
 

び
学
校
組
織
の
活
性
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

   
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
以
下
略
） 

   

地
方
教
育
行
政
の 

 

組
織
及
び
運
営
に 

 

関
す
る
法
律
の
改 

 

正
に
伴
い
現
在
実 

 

施
し
て
い
る
勤
務 

 

成
績
の
評
定
の
根 

 

拠
規
定
が
削
除
さ 

 

れ
る
が
、
経
過
措 

 

置
に
よ
り
現
在
実 

 

施
し
て
い
る
勤
務 

 

成
績
の
評
定
を
引 

 

き
続
き
実
施
す
る 

 

た
め
に
根
拠
規
定 

 

を
改
め
る
も
の
。 
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第１５号議案

第１５号議案

教科用図書選定審議会規程の一部改正について

教科用図書選定審議会規程（昭和３９年宮城県教育委員会規則第５号）の一部

を別紙のとおり改正する。

平成２８年３月１５日提出

宮城県教育委員会教育長 髙 橋 仁

-73-



教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
一
条
中
「
第
十
一
条
」
を
「
第
十
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
規
程
新
旧
対
照
表 

改
正
案 

現
行 

備
考 

○
教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
規
程 

○
教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
規
程 

 

昭
和
三
十
九
年
四
月
七
日 

昭
和
三
十
九
年
四
月
七
日 

 

宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号 

宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号 

 

教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 

教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
規
程 

教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
規
程 

 

(

趣
旨) 

(

趣
旨) 

 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関

す
る
法
律
施
行
令(

昭
和
三
十
九
年
政
令
第
十
四
号)

第
十
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
義
務
教
育
諸
学
校
の
教
科
用
図
書
の
無
償
措
置
に
関

す
る
法
律
施
行
令(

昭
和
三
十
九
年
政
令
第
十
四
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
、
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

 
 

 

第
二
条
か
ら
第
七
条
ま
で
（
略
） 
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教科用図書選定審議会規程の一部改正の概要

１ 改正理由

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令（昭和３９
年政令第１４号）の改正に伴い，条ずれが起きることから，所要の改正を
行う必要があるため。

２ 改正内容

条ずれについて，修正するもの。

３ 施 行 日

公布の日
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第１６号議案

第１６号議案

教育長に対する事務の委任等に関する規則第２条第１項第５号に規定する

「あらかじめ教育委員会が指定した委員」の一部改正について

教育長に対する事務の委任等に関する規則（昭和３１年宮城県教育委員会規則第

１２号）第２条第１項第５号に規定する「あらかじめ教育委員会が指定した委員」

の一部を別紙のとおり改正する。

平成２８年３月１５日提出

宮城県教育委員会教育長 髙 橋 仁
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教育長に対する事務の委任等に関する規則第２条第１項第５号に規定する
「あらかじめ教育委員会が指定した委員」について

教育長に対する事務の委任等に関する規則第２条第１項第５号に規定する「あらかじめ
教育委員会が指定した委員」は，次のとおりとする。

１ 宮城県スポーツ推進審議会委員
宮城県高等学校体育連盟会長及び宮城県スポーツ推進委員協議会会長の職にある者を
もって充てる委員

２ 宮城県産業教育審議会委員
宮城県経済商工観光部及び宮城県高等学校長協会から推薦を受け選出する委員

３ 宮城県図書館協議会委員
仙台市民図書館館長の職にある者をもって充てる委員

４ 宮城県美術館協議会委員
（１）仙台市小学校教育研究会図画工作部及び宮城県高等学校美育研究会から推薦を受

け選出する委員
（２）株式会社河北新報社編集局生活文化部長の職にある者をもって充てる委員

５ 障害児就学指導審議会委員
宮城県立視覚支援学校長，宮城県立聴覚支援学校長及び宮城県中央児童相談所長の職
にある者をもって充てる委員

６ 高等学校入学者選抜審議会委員
（１）宮城県中学校長会及び宮城県高等学校長協会から推薦を受け選出する委員
（２）宮城県中学校長会会長，宮城教育大学附属中学校副校長，仙台市教育委員会事務

局学校教育部教育指導課長及び宮城県総合教育センター所長の職にある者をもって
充てる委員

７ 宮城県文化財保護審議会委員
仙台市教育委員会事務局生涯学習部文化財課長の職にある者をもって充てる委員

（参 考）
宮城県教科用図書選定審議会委員，宮城県生涯学習審議会委員，宮城県社会教育委員，東北歴史博物館

協議会委員，宮城県指導力不足等教員審査委員会委員，多賀城跡調査研究委員会委員，宮城県教育振興審

議会委員，県立高等学校将来構想審議会委員，宮城県特別支援教育将来構想審議会委員及び宮城県いじめ

防止対策調査委員会委員は該当なし。

＜改正前の教育長に対する事務の委任等に関する規則 第１条第１項第１１号＞

第１条 宮城県教育委員会（以下「委員会」という。）は，その権限に属する事務のうち，次の各号

に掲げるもの以外の事務を宮城県教育委員会教育長（以下「教育長」という。）に委任する。

（ 中 略 ）

１１ 附属機関の委員の任免を行うこと。

＜同規則 第２条第１項第５号＞

第２条 教育長は，次の各号に掲げる事務を専決することができる。

（ 中 略 ）

５ 前条第１項第１１号に掲げる事務のうち，あらかじめ教育委員会が指定した委員（その補欠
の委員を含む。）の補欠の委員の任免を行うこと。

別紙
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教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
第
２
条
第
１
項
第
５
号
に
規
定
す
る
「
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
が
指
定
し
た
委
員
」
の
一
部
改
正
新
旧
対
照
表

改
正

案
現

行
備
考

教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
第
２
条
第
１
項
第
５
号
に
規
定
す

教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
第
２
条
第
１
項
第
５
号
に
規
定
す

る
「
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
が
指
定
し
た
委
員
」
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

る
「
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
が
指
定
し
た
委
員
」
は
，
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１
宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会
委
員

（
１
）
宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会
委
員

宮
城
県
高
等
学
校
体
育
連
盟
会
長
及
び
宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
協
議
会

○
宮
城
県
高
等
学
校
体
育
連
盟
会
長
及
び
宮
城
県
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
協
議
会

会
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
委
員

会
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
委
員

２
宮
城
県
産
業
教
育
審
議
会
委
員

（
２
）
宮
城
県
産
業
教
育
審
議
会
委
員

宮
城
県
経
済
商
工
観
光
部
及
び
宮
城
県
高
等
学
校
長
協
会
か
ら
推
薦
を
受
け

◯
経
済
商
工
観
光
部
及
び
宮
城
県
高
等
学
校
長
協
会
か
ら
推
薦
を
受
け

選
出
す
る
委
員

選
出
す
る
委
員

３
宮
城
県
図
書
館
協
議
会
委
員

（
３
）
宮
城
県
図
書
館
協
議
会
委
員

仙
台

市
民
図
書
館
館
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
委
員

◯
仙
台
市
市
民
図
書
館
館
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
委
員

４
宮
城
県
美
術
館
協
議
会
委
員

（
４
）
宮
城
県
美
術
館
協
議
会
委
員

（
１
）
仙
台
市
小
学
校
教
育
研
究
会
図
画
工
作
部
及
び
宮
城
県
高
等
学
校
美
育
研
究

①
仙
台
市
小
学
校
教
育
研
究
会
図
画
工
作
部
及
び
宮
城
県
高
等
学
校
美
育
研
究

会
か
ら
推
薦
を
受
け
選
出
す
る
委
員

会
か
ら
推
薦
を
受
け
選
出
す
る
委
員

（
２
）
株
式
会
社
河
北
新
報
社
編
集
局
生
活
文
化
部
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充

②
河
北
新
報
社
編
集
局
生
活
文
化
部
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充

て
る
委
員

て
る
委
員

５
障
害
児
就
学
指
導
審
議
会
委
員

（
５
）
障
害
児
就
学
指
導
審
議
会
委
員

宮
城
県
立
視
覚
支
援
学
校
長
，
宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校
長
及
び
宮
城
県
中

◯
宮
城
県
立
視
覚
支
援
学
校
長
，
宮
城
県
立
聴
覚
支
援
学
校
長
，

宮
城
県
中

央
児
童
相
談
所
長

の
職
に
あ
る
者

央
児
童
相
談
所
長
及
び
宮
城
県
拓
桃
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
院
長
の
職
に
あ
る
者

を
も
っ
て
充
て
る
委
員

を
も
っ
て
充
て
る
委
員

６
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
審
議
会
委
員

（
６
）
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
審
議
会
委
員

（
１
）
宮
城
県
中
学
校
長
会
及
び
宮
城
県
高
等
学
校
長
協
会
か
ら
推
薦
を
受
け
選
出

①
宮
城
県
中
学
校
長
会
及
び
宮
城
県
高
等
学
校
長
協
会
か
ら
推
薦
を
受
け
選
出

す
る
委
員

す
る
委
員

（
２
）
宮
城
県
中
学
校
長
会
会
長
，
宮
城
教
育
大
学
附
属
中
学
校
副
校
長
，
仙
台
市

②
宮
城
県
中
学
校
長
会
会
長
，
宮
城
教
育
大
学
附
属
中
学
校
副
校
長
，
仙
台
市

教
育
委
員
会
事
務
局
学
校
教
育
部
教
育
指
導
課
長
及
び
宮
城
県
総
合
教
育
セ
ン

教
育

局
学
校
教
育
部
教
育
指
導
課
長
及
び
宮
城
県
教
育
研
修
セ
ン

タ
ー
所
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
委
員

タ
ー
所
長
の
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
委
員

７
宮
城
県
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員

（
７
）
宮
城
県
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員

仙
台
市
教
育
委
員
会
事
務
局
生
涯
学
習
部
文
化
財
課
長
の
職
に
あ
る
者
を
も

◯
仙
台
市
教
育
委
員
会
事
務
局
生
涯
学
習
部
文
化
財
課
長
の
職
に
あ
る
者
を
も

っ
て
充
て
る
委
員

っ
て
充
て
る
委
員
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宮城県教育振興基本計画第２期アクションプラン（平成２８年度版）(案)について 

 

 

 

１ 改訂の趣旨 

 

（１） 宮城県教育振興基本計画（平成２２年３月策定，計画期間：平成２２年度～平成３１年度）

の着実な推進を図るため，実施する施策を具体的に示す第２期アクションプラン（平成２６

年度～平成２９年度）を改訂し，ＰＤＣＡサイクルに基づき進行管理を行うもの。 

 

（２） 平成２８年度版は，「宮城の将来ビジョン」（平成１９年３月策定），「宮城県震災復興

計画」（平成２３年１０月策定）及び「宮城県地方創生総合戦略」（平成２７年１０月策定）

との整合性を図るため，当該計画の実施計画である「宮城の将来ビジョン・震災復興・地方

創生実施計画（平成２８年度版）」との一体性に配慮する。 

 

２ 主な掲載事業 

 

（１）掲載事業数（再掲除く） ３５９事業（うち平成２８年度新規事業  １３事業） 

※ 平成２７年度改訂版 ３３８事業 → 平成２８年度版 ３５９事業 （＋２１事業） 

 

【参考】 

Ⅰ「宮城の将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画」掲載事業 １９８事業 

（内訳） 

①宮城の将来ビジョン推進事業 ８８事業（うち宮城県地方創生推進事業 ３２事業） 

②宮城県震災復興推進事業   ４８事業（うち宮城県地方創生推進事業  ７事業） 

③共通事業（①かつ②）    ６２事業（うち宮城県地方創生推進事業 ４１事業） 

 

 Ⅱ「宮城県教育振興基本計画第２期アクションプラン」のみ掲載事業 １６１事業 

 

（２）平成２８年度当初予算額（全体） ５９，１５５，８４５千円 

※ 平成２７年度当初 60,400,302千円 → 平成２８年度当初 59,155,845千円（▲1,244,457千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課長報告（２） 
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基本方向１ 学ぶ力と自立する力の育成 

 
小・中・高等学校を通じた本県独自の「志教育」や幼児教育の充実に向けた「学ぶ土台づくり」を重点

的に推進するとともに，自ら考え，行動する力となる「確かな学力」の定着に向けて，学習習慣の形成や

学力向上に取り組んできた。震災後は，宮城の復興を支える人材の育成や地域ボランティア等の参画を得

ながら被災した児童生徒への学習支援を行ってきた。 

＜進捗状況＞ ※宮城県教育振興基本計画の点検及び評価（評価対象：平成２６年度） 

  設定する目標指標において，高校生の家庭等での学習時間が少なく，小・中学生とも全国学力・学習状

況調査の結果が全国平均を下回ったものの，その他の指標は順調に推移していることなどから，基本方向

全体としては「概ね順調」と捉えている。しかし，震災の影響は長期に及ぶことが予想されていることか

ら，学力の低下が懸念されており，取組の一層の推進が必要である。 

＜方向性＞ 

■ 震災により，子どもたちの教育環境が大きく変化したことから，県独自の学力・学習状況調査等を実施し，

児童生徒の学習内容の定着状況や学習状況等の把握・分析を進め，より一層の学力向上に取り組むほか，主体

的に学ぶための基盤となる学習習慣の形成に取り組んでいく。 

■ 単なる復旧にとどまらない本県教育の復興に向けて，地域や時代のニーズに応じた質の高い教育を提供できるよ

う，医師を志す生徒等，高い志を持った生徒への支援やＩＣＴ導入による実践研究を行うなど，教育の情報化を推

進していく。 

■ 重点施策である「志教育」や「学ぶ土台づくり」の推進により，多くの教育関係者にその理念の理解・

浸透が図られつつあることから，宮城の復興を支える人材の育成も視野に入れながら，「志教育」や「学ぶ土台

づくり」を一層推進し，知・徳・体の調和のとれた子どもたちを育成していく。 
 

事業数（再掲除く）５６事業   平成２８年度当初予算額（合計）１，２７４，３２２千円 

＜主な目標指標＞ 

 重点的取組 目標指標等 当初 現況値 目標値 

(１)小・中・高等学
校を通じた「志教
育」の推進 
【重点的取組１】 

体験活動,インターンシップの実施校率(％) 
（小学校での農林漁業体験実施校率） 
（中学校での職場体験実施校率） 
（高等学校でのインターンシップ実施校率） 

 
８１．７％ 
９５．２％ 
６２．２％ 
（H24年度） 

 
８４．２％ 
９５．７％ 
６９．１％ 
（H26年度） 

 
９０．０％ 
９８．０％ 
８０．０％ 
（H29年度） 

新規高卒者の就職決定率の全国平均値との
かい離(ポイント) -０．７

（H20年度）
１．４
（H26年度） 

０．５
（H29年度） 

(２)基礎的な学力
の定着と活用する
力の伸長 
【重点的取組２】 

児童生徒の家庭等での学習時間(％) 
（小学６年生：３０分以上の児童の割合） 
（中学３年生：１時間以上の生徒の割合） 
（高等２年生：２時間以上の生徒の割合） 

 
８３．５％ 
６３．１％ 
１３．４％ 
（H20年度） 

 
９１．１％ 
６７．０％ 
１２．８％ 
（H27年度） 

 
９０．５％ 
７０．５％ 
３０．０％ 
（H29年度） 

全国平均正答率とのかい離(ポイント) 
（小学６年生） 
（中学３年生） 

 
-４．６
-０．６
（H20年度） 

 
-５．３
-１．５
（H27年度） 

 
１．１
５．０
（H29年度） 

 
＜主な掲載事業＞ 

（１）小・中・高等学校を通じた「志教育」の推進 【重点的取組１】 
・志教育支援事業【拡充】 義務教育課 ７，８８２千円  ビ・震災・地創 

・高等学校「志教育」推進事業 高校教育課 １２，４６５千円  ビ・震災・地創 

・みやぎ産業教育フェア開催事業 高校教育課 ４，６９９千円  ビ・震災 

・みやぎクラフトマン２１事業 高校教育課 ３，４７８千円  ビ・震災・地創 

・地域医療を志す中学生育成事業【新規】 医師確保対策室 １，８１３千円 ビ・地創 
  

（２）基礎的な学力の定着と活用する力の伸長 【重点的取組２】 
・宮城県学力・学習状況調査事業 義務教育課 １１，５９０千円 ビ 

・小中学校学力向上推進事業【拡充】 義務教育課 ２８３，２１４千円  ビ・震災 

・高等学校学力向上推進事業【拡充】 高校教育課 ３４，８４３千円 ビ・震災 

・進学拠点校等充実普及事業 高校教育課 ５，４２４千円 ビ・震災 
  

（３）幼児教育の充実 
・「学ぶ土台づくり」普及啓発事業 教育企画室 ３，８３２千円  ビ・震災・地創 

・被災幼児就園支援事業 総務課 ４１１，９０７千円  震災 
  
（４）伝統・文化の尊重と国際理解を育む教育の推進 
・実践的英語教育充実支援事業 高校教育課 １００，６４６千円   
・英語教育充実支援事業 義務教育課 ５，９８８千円   

  
（５）時代の要請に応えた教育の推進 
・ＩＣＴ利活用向上事業              教育企画室 １，２３２千円 ビ 

・学校運営支援統合システム整備事業             教育企画室 ６０，８７４千円 ビ・震災 

・  教育企画室 ２８，８００千円 ビ・地創 

・環境教育指導者育成事業【新規】 環境政策課 ７２７千円 ビ 
 

 

-2-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
基本方向２ 豊かな人間性や社会性，健やかな体の育成 

 
子どもたちの感性豊かでたくましい心と健やかな体の育成等に取り組んできた。震災後は，甚大な被害

を受けた沿岸地域を中心に緊急スクールカウンセラー等を配置・派遣するなど，児童生徒等の心のケアに

取り組んできたほか，震災の教訓を踏まえ，児童生徒の災害に対する知識や能力を高めるため，全公立学

校に防災主任を配置するなど，「防災教育」の充実に取り組んできた。 

＜進捗状況＞ ※宮城県教育振興基本計画の点検及び評価（評価対象：平成２６年度） 

  設定する目標指標において，「不登校児童生徒の在籍者比率」が小・中・高等学校ともに目標値を下回

っているほか，「児童生徒の体力・運動能力調査における体力合計点の全国平均値とのかい離」において

も小学生男子と中学生女子で目標値を下回っていることなどから，基本方向全体としては「やや遅れてい

る」と捉えている。特に不登校児童生徒については，震災による影響なども加わり増加傾向にあることか

ら，心のケアも含めた不登校児童生徒への対応が急務である。 

＜方向性＞ 

■ 子どもたちの心のケアにきめ細かく対応するため，スクールカウンセラー等の配置等を継続するとと

もに，いじめ・不登校等については，スクールソーシャルワーカー等を配置して指導・相談に当たるほ

か，市町村教育委員会とも連携し，組織的な対応を行うことにより，問題行動等の未然防止，早期発見，

早期解決を図る。 

■ 震災の影響による遊び場や運動場の減少等により，児童生徒の体力・運動能力の低下が懸念されてい

ることから，幼児期からの発達段階に応じた運動習慣や基礎体力の定着を図るほか，教員の指導力を高

める研修や外部指導者の活用等により学校体育や運動部活動の充実を図る。 

■ 震災の教訓を踏まえ，防災教育の一層の充実が必要であることから，児童生徒の災害に対する知識や能力

を高めるため，全公立学校への防災主任等の継続的な配置をはじめ，防災教育副読本の活用促進に取り組む

ほか，専門的な防災教育を実施するため，平成２８年４月に多賀城高校に災害科学科を開設する。 
 

事業数（再掲除く）４１事業   平成２８年度当初予算額（合計）９，３３６，９０７千円  

＜主な目標指標＞ 

重点的取組 目標指標等 当初 現況値 目標値 

（１）感性豊かでたく
ましい心を持つ子
どもの育成と支援 
【重点的取組３】 

不登校児童生徒の在籍者比率(％) 

（小学校） 
（中学校） 
（高等学校） 

 

０．３４％ 
３．１７％ 
１．５７％ 

（H20年度） 

 

０．４１％ 
３．３７％ 
２．０７％ 

（H26年度） 

 

０．２９％ 
２．５２％ 
１．３０％ 

（H29年度） 

（２）健康な体づく
りと体力・運動能
力の向上 
【重点的取組４】 

児童生徒の体力・運動能力調査における体力
合計点の全国平均値とのかい離(ポイント) 

（小学５年生男子） 
（小学５年生女子） 
（中学２年生男子） 

（中学２年生女子） 

 
 

-１．１５
-０．６１
-０．１９

-０．５６
（H24年度） 

 
 

-１．０５
-０．７８
-０．２３

-０．８４
（H27年度） 

 
 

０  
０  
０  

０
（H29年度） 

 

＜主な掲載事業＞ 

（１）感性豊かでたくましい心を持つ子どもの育成と支援【重点的取組３】 
・教育相談充実事業【拡充】 義務教育課 ６０９，７９５千円  ビ・震災・地創 

・高等学校スクールカウンセラー活用事業【拡充】 高校教育課 １７４，９０６千円  ビ・震災・地創 

・いじめ・不登校等対策推進事業【拡充】 義務教育課 １，４１０，９９２千円 ビ・震災・地創 

・いじめ・不登校等対策強化事業【拡充】 高校教育課 ９４，８００千円 ビ・震災・地創 

・  義務教育課 １０３，０００千円 震災 
    

（２）健康な体づくりと体力・運動能力の向上【重点的取組４】 
・  スポーツ健康課  １，２４５千円 ビ 

・運動部活動地域連携促進事業 スポーツ健康課  ２５，２３４千円 ビ・震災 
 

 

（３）災害に積極的に向き合う知識と能力の育成 

・防災専門教育推進事業 
教育企画室 
施設整備課 

 ４１，２１３千円 ビ・震災・地創 

・防災教育推進事業【拡充】 スポーツ健康課 ８，０００千円 ビ・震災・地創 

・学校安全教育推進事業【拡充】 スポーツ健康課  ６，７５０千円 震災 

・防災主任・安全担当主幹教諭配置事業 教職員課 ６９５，７９２千円 震災・地創 
 

 

（４）食に関心を持ち，元気な子どもの育成 
・食育・地産地消推進事業 食産業振興課 ５，０８１千円  ビ・震災・地創 

・  スポーツ健康課 ８，０００千円  ビ 
 

 

（５）心身の健康を保つ学校保健の充実 
・学校・地域保健連携推進事業 スポーツ健康課 ２，８３４千円 ビ・震災 
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基本方向３ 障害のある子どもへのきめ細かな教育の推進 

 

「宮城県障害児教育将来構想」に基づき，障害のある子どもが障害のない子どもと「共に学ぶ」教育

環境づくりや「生きる力」を培う教育を展開してきた。また，特別支援学校の児童生徒と居住地の小・

中学校の児童生徒との交流機会の充実や特別支援学校のセンター的機能の強化，市町村での連携協議会

の設置等の推進に取り組んできた。 

＜進捗状況＞ ※宮城県教育振興基本計画の点検及び評価（評価対象：平成 2６年度） 

 設定する目標指標において，「特別支援学校の幼稚園，小学校，中学校，高校に対する支援活動の実

施回数」が目標値を下回ったものの，前年度の実績を大きく上回るなど，地域における特別支援学校の

センター的支援機能の充実が図られているほか，その他の指標も順調に推移していることなどから，基

本方向全体としては「概ね順調」と捉えている。 

＜方向性＞ 

■ 平成２６年度に策定した「宮城県特別支援教育将来構想」に基づき，共生社会の中で，障害の有無に

よらず，全ての児童生徒の心豊かな生活を目指し，一人一人の教育的ニーズに応じた適切な教育の実現

に向け，「自立と社会参加」「学校づくり」「地域づくり」の３つを目標に掲げ，重点的に取り組んでい

く。 

 

事業数（再掲除く）３７事業   平成２８年度当初予算額（合計）１，１８２，５２９千円  

＜主な目標指標＞  
重点的取組 目標指標等 当初 現況値 目標値 

（１）一人一人の
教育的ニーズに
応じた特別支援
教育の推進 
【重点的取組５】 

特別支援学校の児童生徒が居住地の小・中学校

の児童生徒と交流及び共同学習した割合(％) 

２８．２％ 

（H20年度） 

３４．４％ 

（H27年度） 

３６．０％ 

（H29年度） 

特別支援学校の幼稚園，小学校，中学校，高校

に対する支援活動の実施回数（訪問助言・研修
会への講師派遣）(回) 

７６４回 
（H20年度） 

１，５３５回 
（H26年度） 

１，７０３回 
（H29年度） 

 

＜主な掲載事業＞ 

（１）一人一人の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進【重点的取組５】 
・特別支援学校の整備  ８５，０９３千円    ビ 

・屋内運動場改築事業費（特別支援学校）【新規】 施設整備課 ２５，３２７千円     

・屋内運動場整備事業費（特別支援学校）【新規】 施設整備課 １５，７６９千円     

・屋外環境整備事業費（特別支援学校）【新規】 施設整備課 ５２，５７０千円     
     

 

（２）障害のある子どもの自立と社会参加の支援 
 
・障害者就業・生活支援センター事業 障害福祉課 ３２，９６３千円    ビ・地創 

・発達障害者支援センター運営事業 障害福祉課 ２４，０００千円    ビ・地創 

・高等学園進路就労定着支援事業（非予算的手法） 特別支援教育室 ０千円    ビ・地創 

・特別支援学校進路指導充実事業 特別支援教育室 ４３０千円     
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基本方向４ 信頼され魅力ある教育環境づくり 

 
教員の資質能力の向上や教育をめぐる様々な課題に対応するため，教職経験に応じた体系的な研修を実

施するなど，教員のニーズに応じた研修機会等を提供してきたほか，地域に開かれた魅力ある学校づくり

を推進するため，学校評価制度の充実や外部人材を活用した取組を推進してきた。震災後は，安心して学

べる教育環境を確保するため，被災した学校施設の復旧・再建や児童生徒等への就学支援をはじめ，防災

教育や心のケアなどの新たな課題に応じた研修の開設等に取り組んできた。 

＜進捗状況＞ ※宮城県教育振興基本計画の点検及び評価（評価対象：平成 2６年度） 

設定する目標指標において，「公立学校（小・中・高・特別支援）教員の総合教育センターにおける

専門研修（希望研修）受講率」をはじめ，「外部評価を実施する学校の割合」，「学校外の教育資源を活

用している高校の割合」が目標値を達成していることなどから，基本方向全体としては「概ね順調」と

捉えている。しかし，「学校評価研修会に参加する学校の割合」が低い状況にあることなどから，取組

の更なる推進が必要である。 

＜方向性＞ 

■ 教員の資質能力の更なる向上を図るため，最新の教育事情を考慮しながら，学校現場が求める喫緊の

課題に対応した研修を実施していく。 

■ 地域から信頼される学校づくりを推進するため，学校の自主性・主体性を生かした学校運営の支援や

学校評価等の充実を図るほか，インターンシップ等の学校外の資源の活用を促進するため，地域・企業

等との更なる連携を図っていく。 

■ 安全・安心な学校教育を確保するため，震災により被害を受けた学校施設の復旧・再建や被災児童生

徒等への就学支援などを継続するほか，今後の復興に向け長期的な視野に立った県立高校の改革の推進

に取り組んでいく。 

 

事業数（再掲除く）８３事業   平成２８年度当初予算額（合計）３５，３００，１１９千円  

＜主な目標指標＞ 

重点的取組 目標指標等 当初 現況値 目標値 

（１）教員が学び続
けるための体系的
な研修の推進 
【重点的取組６】 

１０年経験者研修（共通研修）における受講者ア
ンケート（４段階評価）の平均評価点(ポイント) 

３．４１  
(H20年度) 

３．５８  
(H26年度) 

３．６

以上 

公立学校（小・中・高・特別支援）教員の総合教

育センターにおける専門研修（希望研修）受講率
(％) 

２０．９３％ 
（H20年度） 

２２．４０％ 
（H26年度） 

２５．００％ 
（H29年度） 

（２）開かれた学校
づくりの推進 
【重点的取組７】 

学校外の教育資源を活用している高校の割合
(％) 

５８．１％ 
（H20年度） 

９２．５％ 
（H26年度） 

９０．０％ 
（H29年度） 

学校評価研修会に参加する学校の割合(％) 
６７．３％ 

（H20年度） 

７３．８％ 

（H26年度） 

１００％ 

（H29年度） 
 

＜主な掲載事業＞ 

（１）教員が学び続けるための体系的な研修の推進【重点的取組６】 
・教育職員等中央研修事業費【拡充】 教職員課 ６，０１６千円 ビ 

     
（２）開かれた学校づくりの推進【重点的取組７】 
・学校評価事業 高校教育課 １，１６７千円  ビ 

  
（３）優れた人材の確保と能力を発揮できる教職員人事システムの確立 
・実践的指導力と人間性重視の教員採用事業 教職員課 １３，２５５千円 ビ 

  

（４）教職員を支える環境づくりの推進 

・教職員健康管理事業 福利課 ６３，５５８千円  
 

 
（５）県立高校の改革の推進 
・県立高校将来構想推進事業  ２０，０９２千円 ビ・震災 

  
（６）学習環境の整備充実 
・県立学校施設災害復旧事業 施設整備課 ５，６５１，６１３千円 震災 

・新増改築校等設備整備費【新規】 施設整備課 １２，７８９千円  

・子ども食堂支援事業【新規】 社会福祉課 ５００千円 ビ 

・学習支援事業【新規】 社会福祉課 ５００千円 ビ 
  

（７）私学教育の振興 
・私立学校授業料等軽減特別補助事業 私学文書課 １，４００，０００千円  震災 
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基本方向５ 家庭・地域・学校が協働して子どもを育てる環境づくり 
 

親の学びと子育てを支援する学習機会や相談等の場の提供をはじめ，地域の人材育成や地域と連携した

各種体験活動の提供，学校安全の確保等に取り組んできた。震災後は，特に家庭や地域の教育力の再構築

という観点から施策を進めてきた。 

＜進捗状況＞ ※宮城県教育振興基本計画の点検及び評価（評価対象：平成 2６年度） 

 設定する目標指標において，「朝食を欠食する児童の割合（小学６年生）」及び「保育所等利用待機児童

数（仙台市を除く）」の達成率は低いものの，その他の指標は順調に推移していることなどから，基本方

向全体としては「概ね順調」と捉えている。しかし，地域全体で子どもを育てる環境づくりにおいて，子

どもたちの基本的生活習慣の定着促進に向けた取組や家庭教育支援の一層の推進が必要である。 

＜方向性＞ 

■ 震災により子どもたちの生活習慣の乱れがこれまで以上に懸念されていることから，従来取り組んできた

「ルルブル」運動を企業等と連携を図りながら積極的に推進するなど，基本的生活習慣の定着促進や家庭教

育支援の一層の充実を図っていく。 

■ 地域の絆の大切さに改めて気付かされた震災の経験を生かし，震災で衰退が懸念される地域コミュニティ

の再生も視野に入れながら，防災等を通じた学校と地域の連携体制の強化を図っていく。 

■ 子どもの教育活動を支援する個人や企業等を認証・登録する「みやぎ教育応援団」の拡充を図るとともに，

学校における活用を促進し，地域・企業等と連携した学校支援の一層の充実に取り組んでいく。 

 

事業数（再掲除く）５０事業   平成２８年度当初予算額（合計）８，８８４，７０４千円 

＜主な目標指標＞ 

重点的取組 目標指標等 当初 現況値 目標値 

（１）親の「学び」と
「子育て」を支える
環境づくり 
【重点的取組８】 

朝食を欠食する児童の割合（小学６年生）

(％) 

３．７％ 

（H20年度） 

３．７％ 

（H27年度） 

２．０％ 

（H29年度） 

保育所等利用待機児童数（仙台市を除く）

(人) 

５１１人 
（H21年度） 

５０７人 
（H27年度） 

０人 
（H29年度） 

目標とする数の子育てサポーターリーダー

が養成された市町村の割合(％) 

４１．２％ 

（H25年度） 

５０．０％ 

（H27年度） 

７３．５％ 

（H29年度） 

（２）地域と学校との
協働による学校支
援の仕組みづくり 
【重点的取組９】 

学校教育を支援する「みやぎ教育応援団」
の登録数（企業・団体，個人）(団体・人) 

１９０団体 

３６３人 
(H24年度) 

２１９団体 

４２７人 
(H26年度) 

３００団体 

５００人 
(H29年度) 

 

＜主な掲載事業＞ 

（１）親の「学び」と「子育て」を支える環境づくり【重点的取組８】 
・地域子ども・子育て支援事業 子育て支援課 １，８４３，０００千円 ビ・震災・地創 

・放課後子ども教室推進事業【拡充】 生涯学習課 ７５，６３３千円  ビ・震災・地創 

・待機児童解消推進事業 子育て支援課 １，６１１，４３５千円 ビ・震災・地創 

・子育て支援を進める県民運動推進事業 子育て支援課 １０，０００千円 ビ・震災・地創 

・里親等支援センター事業【新規】 子育て支援課 １５，０００千円 震災 

・基本的生活習慣定着促進事業 教育企画室 ３９，９７８千円 ビ・震災・地創 
     

（２）地域と学校との協働による学校支援の仕組みづくり【重点的取組９】 
・協働教育推進総合事業【拡充】 生涯学習課 ７３，４７１千円  ビ・震災・地創 

 

  

（３）子どもたちの体験活動の推進 
・みやぎ農山漁村交流促進事業 農村振興課 １９，０００千円  ビ・震災・地創 

・人と自然の交流事業 生涯学習課 １，６６７千円  ビ 
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基本方向６ 生涯にわたる学習・文化・スポーツ活動の推進 

 

県民の生涯学習機会の充実や文化芸術・スポーツ活動の推進に取り組んできた。震災後は，被災した社

会教育施設や社会体育施設の復旧のほか，地域づくりに向けた生涯学習活動の支援や被災文化財の修理・

復元等に取り組んできた。 

＜進捗状況＞ ※宮城県教育振興基本計画の点検及び評価（評価対象：平成２６年度） 

設定する目標指標において，「総合型地域スポーツクラブの市町村における育成率」は目標値を下回っ

ているものの，その他の指標は順調に推移していることなどから，基本方向全体としては「概ね順調」と

捉えている。しかし，震災により生涯学習を取り巻く環境が大きく変化したことから，学習環境の早期復

旧のほか，県民の心の復興を視野に入れた支援などが必要である。 

＜方向性＞ 

■ 県民の豊かで生きがいのある生活を送るための環境づくりや心の復興が一層求められていることから，被

災した松島自然の家などの社会教育施設や被災文化財等の復旧に取り組むほか，みやぎ県民大学を通じた学

習機会や文化芸術活動に携わる機会の提供，総合型地域スポーツクラブの育成を通じたスポーツ活動の支援

等に取り組んでいく。 

■ 平成２９年度に宮城県で開催される全国高等学校総合文化祭や南東北３県（山形，宮城，福島）で開催さ

れる全国高等学校総合体育大会（インターハイ）の開催に向けた準備等を着実に進めていく。 

 

事業数（再掲除く）９２事業   平成２８年度当初予算額（合計）３，１７７，２６４千円 

＜主な目標指標＞ 

重点的取組 目標指標等 当初 現況値 目標値 

（１）地域をつくる生
涯学習・文化芸術
の推進 
【重点的取組１０】 

公立図書館等における県民１人当たりの図

書資料貸出数(冊)  

３．８７冊 

（H20年度） 

３．６１冊 

（H26年度） 

４．１０冊 

（H29年度） 

みやぎ県民大学講座における受講率(％) 
６０．８％ 

（H24年度） 

７１．１％ 

（H26年度） 

８５．０％ 

（H29年度） 

（２）生涯スポーツ社
会の実現に向けた
環境の充実 
【重点的取組１１】 

総合型地域スポーツクラブの市町村におけ

る育成率(％)  

４２．９％ 

（H20年度） 

６５．７％ 

（H27年度） 

８０．０％ 

（H29年度） 

 

＜主な掲載事業＞ 

（１）地域をつくる生涯学習・文化芸術の推進【重点的取組１０】 

・文化芸術による心の復興支援事業 消費生活・文化課 ５０，０００千円 震災 

・みやぎ県民大学推進事業 生涯学習課 ３，０５７千円 ビ・震災・地創 

・震災資料収集・公開事業 生涯学習課 ２２，８８８千円 震災 

・松島自然の家再建事業 生涯学習課 ４５，７０７千円 震災 

・第４１回全国高等学校総合文化祭 
（みやぎ総文２０１７）開催事業【拡充】 

 ８８，４００千円 ビ・地創 
 

  

（２）文化財の保護と活用 

・指定文化財等災害復旧支援事業 文化財保護課 ７，７５０千円 震災 

・文化財の観光活用による地域交流の促進事業 文化財保護課 １８，３４２千円 ビ・震災・地創 
 

 

（３）生涯スポーツ社会の実現に向けた環境の充実【重点的取組１１】 

・広域スポーツセンター事業 スポーツ健康課 ９，４７２千円 ビ・震災・地創 

・宮城ヘルシーふるさとスポーツ祭費 スポーツ健康課 ２，１２０千円  
 

 

（４）競技スポーツ選手の強化に向けた環境の充実 

・スポーツ選手強化対策事業【拡充】 スポーツ健康課 １２９，８１５千円 ビ・震災・地創 

・県有体育施設整備充実事業 スポーツ健康課 ８０９，９５５千円 ビ・震災・地創 

・平成２９年度全国高等学校総合体育大会 
開催事業【拡充】 

 ３２，８００千円 ビ・地創 

・平成２９年度インターハイ等特別強化事業【拡充】 スポーツ健康課 ２５，０００千円 ビ・地創 

・２０２０年東京オリンピック・パラリンピック 
強化支援対策事業【新規】 

スポーツ健康課 １５，０００千円 ビ・地創 
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第２回宮城県教育振興審議会の開催概要について 

 

１ 開催日時 

平成２８年２月１９日（金）午後１時３０分から午後３時３６分まで 

 

２ 開催場所 

宮城県行政庁舎４階 特別会議室 

 

３ 出 席 者 

別添出席者名簿のとおり（15名出席） 

 

４ 議  事 

（１）宮城県教育振興基本計画の成果及び課題等について 

（２）本県教育が目指す方向性の検討について 

 

５ 主な意見 

（１）特に重点的な取組の方向性 

志教育，いじめ・不登校への対応，心のケア，防災教育に関する意見 

・ 志教育についてですが，育っていく，将来，職業人，社会人として自立して

いくプロセスは，発達的に課題を抱えない子どもたちも，いろんな困難を抱え

ている子どもたちも全く同じですので，特別支援教育における志教育について

も，盛り込んでいただきたい。（村上委員） 

・ 志教育には，「学ぶ事の意義」の理解がとても大切なことだと思う。この部

分がしっかりしていないと，新しいことをやっても形だけのものになってしま

う。また，いじめや不登校の個別具体的な対応・対策として志教育というので

はなく，志教育の意識を持って教育にあたっていくということではないかと思

う。そうすることによって，志が高ければ，自然といじめや不登校に向かない

のではないかと考える。（渡邊委員） 

・ 社会教育の現場では，沢山の高校生たちが自分が生まれ育った町を舞台にし，

宮城県若しくは東北という場所に根ざし，自分が震災を経験したという立場か

ら，世界に向けて地域に向けて様々な活動をしている。私が１５年間，そうい

った活動を普及・啓発・実行する仕事をしてきて，全国的に見ても，高校生が

町に出て真のプロジェクトベースドラーニングというか，コミュティベースド

課長報告（３） 
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ラーニング的な事が自発的に行われている県はないのではないかと思う。その

中で，その目を摘んではいけないと思っており，社会教育団体と連携し宮城県

が他県のモデルとなるような，社会教育を含めた教育論を展開していけるよう

な動きを作っていくと，志教育が本当の意味で推進し，停滞せずに今の良さを

そのまま持続できるのではないかと思う。（今村委員） 

・ いじめについては，子どもたちに生きた動植物を使って命が無くなるといっ

た経験をさせることが大事だと思う。学校でやりにくいのであれば，学校外の

コミュニティの中でそのような体験ができる場を提供してはどうか。（伊藤委員） 

・ いじめ・不登校等への対応の未然防止というところだが，リーフレットの配

布や MAP の手法だけでは抜本的な解決には至らない。具体的なプログラムを

取り入れ，広義と狭義の相互の部分から，支援体制に取り組むと良いのではな

いか。また，心のケアについては，義務教育までは手厚いが，高等学校に通う

生徒へのメンタルサポート体制が稀薄ではないかと思うので，18歳までは年齢

対象として行っていただきたいと思う。（高橋委員） 

・ 「防災教育」や「志教育」，「いじめ」などには共通して，「思いやり教育」

が根本的にあるのではないかと思う。自然体験などを通して，子どもたちに具

体的な体験をさせる教育が大事ではないかと思う。（山内委員） 

 

（２）各分野の取組の方向性 

  ① 学ぶ力と自立する力の育成 

学力向上，伝統・文化の尊重，国際理解を育む教育，ＩＣＴ教育に関する意見 

・ 学力向上については，勉強をもっとさせるということもあるが，それと同時

に，生徒の器自体を大きくしていかないと難しい。そのためには，様々な良質

な体験の場を与えることが大事だと思う。（渡邊委員） 

・ 学校で学んだ知識を，学校や地域で行っている体験活動と絡めていった時に

確かな学力が付くのではないかという根底がある。そのためには，「教員の指導

力」，「家庭や地域の協力」，「学習できる環境の整備」の三つの視点で学力向上

を考えなければならないと思う。（丸山委員） 

・ 伝統・文化の尊重については，これは志教育にも関わってくるが，郷土を愛

するといったようなことが非常に大事な訳だが，そもそも郷土に何があるのか

分からない，というような状態もあると思う。（平川会長） 

・ 国際理解は相互理解でなければならない。相手を理解することも大事である
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が，こちらの文化を理解させて国際交渉力を持つ，というところを一つのゴー

ルとして置き忘れてはいけないと思う。（松良委員） 

・ ＩＣＴ教育については，何でも先鋭的なものというよりは，やはり底上げと

同時に整備するということがまずは第一だと思う。同時に，アナログ的な部分

とＩＣＴを活用した部分をある程度見定める力といった，両方を考えられる教

員の研修体制をお願いできればと思う。（村上委員） 

 

② 豊かな人間性や社会性，健やかな体の育成 

  体力・運動能力の向上に関する意見 

・ 全てにおいて家庭の教育力というものが関わっていると思う。家庭の意識の

格差もあると思うが，体力・運動能力の向上のところでいえば，統廃合が進み，

スクールバスでの登校や自家用車で送迎している家庭がすごく多い。子ども同

士のつながりや，家庭から学校へ通うまでの道のりの中での子どもたちの気持

ちの変化ということも考えると，朝歩いて登校するということは，とても大事

になってくるのではないかと思う。（星委員） 

・ 子どもたちが運動やスポーツに親しみ，自ら体を動かそうという意欲がある

というのが一番のポイントだと思う。しかし，子どもたちの意欲を取り除いて

いるのは，実は大人である。子どもたちは運動したいけど，大人の勝手で運動

する機会を取ってしまうような現状が沢山あると思う。（山内委員） 

 

③ 障害のある子どもへのきめ細かな教育の推進 

特別支援教育に関する意見 

・ 障害のない方たちに対して，障害をどうやって理解していただくかというの

がとても大事な問題で，これ自体がインクルーシブな社会を実現する方向の上

では欠くことができない。どのような方にどのような内容を伝えていただくか

に検討の余地があるが，大人の方を様々に活用して，子どもたち，そして地域

社会も含めた障害の理解の方法を考えていくことも一つ大事ではないかと考え

る。（村上委員） 

・ 障害児に関して，未就学児の方が小学校に入学する際に修学後の円滑な移行

を図るため，障害児通所支援サービスという仕組みが福祉サービスの一環にあ

る。そういった福祉サービスとの連携を図ることで円滑なサポートができるの

かなと思う。（高橋委員） 
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④ 被災地における安全・安心な学校教育の確保 

教育環境の整備に関する意見 

・ 震災等の影響により統廃合を余儀なくされる中，学びの場をつくるというか

心を育てる学校建築を，限られた予算の中でどうやってつくっていくかという

ことが，これから非常に重要になるのではないかと思う。（木村委員） 

 

⑤ 信頼され魅力ある教育環境づくり 

教員の指導力及び資質の向上，開かれた学校づくり，学習環境の整備充実に関

する意見 

・ 教員の資質向上の部分について，例えば，ＩＣＴ教育やアクティブ・ラーニ

ングといった新しいことを，生徒と一緒に学んでいく，学び続けることが当然

で普通だと教員も割り切ることができるよう，ハードルを下げて研修等の計画

を立てていくことが大事ではないかと思う。一方においては，やはりエキスパ

ートを育てていく。この二点だと思う。（渡邊委員） 

・ 特別支援教育にも関わるかもしれませんが，主に教員の指導力というところ

について，全国的に高校へ進学する生徒の 2.2％が何らかの障害を持っている

ということが共有されている。指導力と資質の向上をすると同時に，先生方に

対し，困難を抱えた子どもたちに関する情報提供を手厚くしていけると，日々

の教育活動の中から見逃してはいけない子どもたちの変化を見逃すことが無く

なり，中退を防げたり，貧困に転落するきっかけになるような事も防ぐことに

なるのではないかと感じております。（今村委員） 

・ 通常の高校の生徒さんたちでも，障害とは言わないまでも個別的な配慮が必

要だということを，個々の教科の先生方が感じるようになってきているが，そ

れを吸い上げる仕組みが中々機能していない。特別支援に関わるような校内の

委員会をきちんと機能させていただき，配慮が必要な子どもたちに対して，小

学校，中学校と同様に，ある程度のアセスメントを行うようなことを考えてい

ただきたい。（村上委員） 

・ 開かれた学校づくりは，非常に大切なポイントだと認識している。ただ，地

域住民からすると，保護者という立ち位置を外れてしまうと学校には行きづら

いという状況があるので，学校側から地域の様々な人間を引っ張り上げて活用

していただく，そういうことを学校側から発信していただきたい。（伊藤委員） 

・ 開かれた学校づくりの目指すべき学校と地域の関係ということで，保護者か

らの信頼がつながれば，何か問題が起きたときも大きくこじれずにすむかもし
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れない。そのようないろんな波及効果があると思うので，学校の忙しさという

のを十分，分かった上で開かれた学校づくりをするには，やはり，このような

効果があるということを踏まえて行っていただきたいと思う。（増田委員） 

・ 学習環境の整備充実の，貧困問題への対応をどのように進めていくかという

ことについてですが，高校や大学受験には，塾に行かないとクリアできないよ

うな状態に今なっているというのが一番問題で，塾に行かなくても学校でしっ

かり勉強させてもらって通れるような状況に持っていくことが，非常に重要だ

と思う。また，親の年収が学力に相関するという意見もあり，そこが教育格差

になるので，それをどうやって助けるかというのをもう少し詳細に計画を立て

ていただければと思う。（山田委員） 

・ 10代で出産するということが，一つ高校を中退するきっかけになっている。

学校を中退し子どもを産んだ家庭が，何か手厚い支援の中でその子どもが貧困

の連鎖に陥らない支援が，特に 10 代の子どもたちに対して何かできればいい

なということが示されると嬉しい。（今村委員） 

 

⑥ 幼児教育の充実と家庭・地域・学校が協働して子どもを育てる環境づくり 

幼児教育，家庭・地域における教育，協働教育に関する意見 

・ 家庭・地域における教育と生涯学習に関係することについて，最近，核家族

や少子家庭，共働きも多くなってきた感じがする。そういう中で，若いお母さ

ん方の学びの場がないと，小学校，中学校に入ってきた段階で何とかしようと

思っても，かなり難しいのではないかということを強く感じている。その若い

親の学びの場を，県として作っていく必要があるのではないかと思う。（木村委

員） 

・ 親の学びの場の設定について，親御さんが集う場がないと孤立した子育てに

なってしまうということがある。また，学習機会はそういう場所に限らず，企

業等での研修の中に学びの場を設定していくと父親のみならず，いろいろな立

場の方や年齢層の方向けに，今の子育ての現状を分かっていただける機会にな

るのではないかと思う。（星委員） 

・ 家庭・地域における教育に関係するが，スマートフォンというものに，どの

ように取り組んでいくのか。基本計画の中に一律にというのは難しいですけれ

ど，県の基本計画としてはスマホ対策を盛り込むというようなこと自体はあっ

てもいいと思うので，できるだけ各学校が取組をするように，家庭と地域と協

力をしてという視点を入れていただければと思う。（平川会長） 
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⑦ 生涯にわたる学習・文化・スポーツ活動の推進 

 生涯学習，文化・芸術，スポーツに関する意見 

・ スポーツについて，アダプテッド・スポーツという考え方が，日本の中にも

広がってきている。障害を持っていても歳を取っていても楽しめるようなスポ

ーツという視点も，何らかの形で検討いただければと思う。（村上委員） 
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（五十音順）

氏　　　名 備考

有限会社伊豆沼農産代表取締役 伊 藤
い と う

秀 雄
ひ で お

認定NPO法人カタリバ代表理事 今 村
い ま む ら

久 美
く み

国立大学法人東北大学加齢医学研究所所長 川 島
か わ し ま

隆 太
り ゅ う た

欠席

川 向
かわむかい

真 美
ま み

欠席

木 村
き む ら

民 男
た み お

佐藤
さ と う

芙
ふ

貴子
き こ

NPO法人Switch理事長 高 橋
た か はし

由 佳
ゆ か

有限会社岩沼屋ホテル専務取締役 橘
たちばな　

眞 紀 子
ま き こ

欠席

学校法人宮城学院女子大学長 平 川
ひ ら か わ

新
あらた

気仙沼市家庭教育推進協議会長 星
ほし

美 保
み ほ

国立大学法人東北大学大学院教授 堀 田
ほ り た

龍 也
た つ や

欠席

増田
ま す だ

恵美子
え み こ

松
まつ

良
ら

千 廣
ち ひ ろ

丸山
まるやま

千佳子
ち か こ

国立大学法人宮城教育大学附属特別支援教育総合研究センター長 村 上
むらかみ

由 則
よ し の り

村 山
む らや ま

十 五
と う ご

欠席

NPO法人宮城県レクリエーション協会事務局長 山 内
や ま う ち

直 子
な お こ

八 巻
や ま き

賢 一
けん いち

東北電子産業株式会社代表取締役社長 山 田
や ま だ

理 恵
り え

渡 邊
わたなべ

幸 雄
ゆ き お

所　　　　　属

第２回宮城県教育振興審議会　出席者名簿

宮城県私立幼稚園連合会理事長
（学校法人村山学園・学校法人おおとり学園理事長）

宮城県小学校長会理事
（大河原町立大河原小学校長）

仙台市中学校長会会長
（仙台市立広瀬中学校長）

宮城県高等学校長協会会長
（宮城県仙台第二高等学校長）

宮城県私立中学高等学校連合会会長
（学校法人常盤木学園理事長）

宮城県ＰＴＡ連合会副会長
（富谷町立成田中学校ＰＴＡ会長）

宮城県市町村教育委員会協議会委員
（川崎町教育委員会教育長）

宮城県高等学校ＰＴＡ連合会役員
（宮城県古川黎明高等学校ＰＴＡ役員）

耕人塾塾長
（学校法人石巻専修大学教授）
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氏　　　名 備考

教育長 髙 橋
た か は し

仁
ひとし

　〃 教育次長 西 村
に し む ら

晃 一
こ う い ち

　〃 教育次長 鈴 木
す ず き

洋
ひろし

　〃 総務課長 志
し

子田
こ だ

伸一
しんいち

　〃 教育企画室長 伊 藤
い と う

正 弘
ま さ ひ ろ

　〃 福利課長 菊 田
き く た

真 澄
ま す み

　〃 教職員課長 鈴 木
す ず き

宏 幸
ひ ろ ゆ き

　〃 参事兼義務教育課長 桂
かつら

島
しま

晃
あきら

　〃 特別支援教育室長 門 脇
か ど わ き

恵
けい

　〃 高校教育課長 山 内
や ま う ち

明 樹
は る き

　〃 施設整備課長 猪 股
いの また

信 也
し ん や

　〃 スポーツ健康課長 松 本
ま つ も と

文 弘
ふみひろ

　〃 全国高校総体推進室長 鎌 田
か ま た

直 人
な お と

　〃 参事兼生涯学習課長 三 浦
み う ら

正 之
ま さ ゆ き

　〃 全国高校総合文化祭推進室長 田 村
た む ら

豊
ゆたか

　〃 文化財保護課長 笠 原
か さ は ら

信 男
の ぶ お

総務部 私学文書課長 中村
なかむら

今日子
き ょ う こ

保健福祉部 子育て支援課子育て政策専門監 佐々木
さ さ き

悦子
え つ こ

教育庁

第２回宮城県教育振興審議会　事務局出席者名簿

所属 職
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１　入学者選抜実施公立高等学校数・学科（コース・部を含む）数

（１）全日制課程：県立６６校，市立４校　　　　計７０校　１３６学科

（２）定時制課程：県立１１校，市立２校　　　　計１３校　　２１学科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計７５校　１５７学科

　※全日制課程と定時制課程の設置校は８校

２ 　総括

Ｈ２８ Ｈ２７ 増減 Ｈ２８ Ｈ２７ 増減

21,723 21,756 ▲ 33

14,760 14,920 ▲ 160 1,000 1,000 0

4,842 4,828 14 308 308 0

8,346 7,968 378 204 230 ▲ 26

1.72 1.65 0.07 0.66 0.75 ▲ 0.09

4,619 4,627 ▲ 8 141 163 ▲ 22

若干名 若干名 0

2 0 2

2 0 2

106 142 0

63 95 ▲ 32

53 92 ▲ 39

196 154 42

9,892 10,047 ▲ 155 859 837 22

12,259 12,228 31 294 340 ▲ 46

0 1 ▲ 1 0 0 0

1.24 1.22 0.02 0.34 0.41 ▲ 0.07

145 190 ▲ 45 4 11 ▲ 7

12,114 12,039 75 290 329 ▲ 39

1.22 1.20 0.02 0.34 0.39 ▲ 0.05

（参考）連携型選抜実施校：志津川高校

　　　　併設型中学校：仙台二華中学校，古川黎明中学校

欠 席 者

受 験 者

受験倍率

　※１　中学校卒業予定者数は，H28は平成27年5月1日現在，H27は平成26年5月1日現在の数字である。

　※２　前期選抜募集人数の内数である。

-出 願 者

合 格 者

併設型中学校からの入学予定者数

後期選抜

募集人数

出 願 者

特例措置による出願者

出願倍率

社会人
特別選抜

　　募集人数 ※２

出 願 者

合 格 者

連携型選抜

募集人数

中学校卒業予定者数 ※１

募集定員

前期選抜

募集人数

出 願 者

出願倍率

合 格 者

平成２８年度宮城県公立高等学校入学者選抜に係る
後期選抜実施状況について

全日制課程 定時制課程

課長報告（４）
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３　各学校・学科別の後期選抜実施状況

《全日制課程》

男 女 計 男 女 計 男 女 計 受験倍率 受験倍率

 1 白    石 普通科 240 72 168 122 79 201 3 0 3 119 79 198 1.18 1.09

看護科       　 ● 40 12 28 5 40 45 0 0 0 5 40 45 1.61 1.54

 2 蔵    王 普通科 80 15 65 20 11 31 1 0 1 19 11 30 0.46 0.32

機械科　　　　　◎ 80 32 48 46 3 49 0 0 0 46 3 49 1.02 0.81

電気科　　　　　◎ 40 16 24 12 0 12 0 0 0 12 0 12 0.50 0.38

 3 白 石 工 工業化学科　　　◎ 40 16 24 25 13 38 0 0 0 25 13 38 1.58 0.83

建築科　　　　　◎ 40 16 24 14 7 21 0 0 0 14 7 21 0.88 1.29

設備工業　　　　◎ 40 16 24 39 4 43 0 0 0 39 4 43 1.79 1.33

 4 村    田 総合学科 120 28 92 62 31 93 0 1 1 62 30 92 1.00 0.82

 5 柴田農林 食農科学科･動物科学科◎★ 80 32 48 29 21 50 0 0 0 29 21 50 1.04 1.23

森林環境科･園芸工学科◎★ 80 32 48 37 14 51 0 0 0 37 14 51 1.06 1.25

       川崎 普通科 40 12 28 11 10 21 0 0 0 11 10 21 0.75 0.55

流通マネジメント科◎ 80 32 48 20 42 62 0 0 0 20 42 62 1.29 1.13

 6 大河原商 情報システム科　◎ 80 32 48 25 12 37 0 0 0 25 12 37 0.77 1.06

ＯＡ会計科　　　◎ 40 16 24 1 16 17 0 0 0 1 16 17 0.71 0.88

 7 柴    田 普通科 120 21 99 56 51 107 0 0 0 56 51 107 1.08 1.15

体育科        　● 40 28 12 24 5 29 0 0 0 24 5 29 2.42 1.25

　刈田柴田　地　区　計 1,280 428 852 548 359 907 4 1 5 544 358 902 1.06 0.96

 8 角    田 普通科 160 49 111 55 45 100 0 0 0 55 45 100 0.90 0.98

 9 伊    具 総合学科 120 21 99 44 23 67 0 0 0 44 23 67 0.68 0.92

　伊　具　地　区　計 280 70 210 99 68 167 0 0 0 99 68 167 0.80 0.95

  南  部  地  区  合  計 1,560 498 1,062 647 427 1,074 4 1 5 643 426 1,069 1.01 0.96

10 名    取 普通科 240 72 168 115 149 264 0 0 0 115 149 264 1.57 1.50

家政科      　  ● 40 16 24 1 35 36 0 0 0 1 35 36 1.50 2.29

11 名 取 北 普通科 280 84 196 117 154 271 0 0 0 117 154 271 1.38 1.28

普通科･普通ｺｰｽ　◎ 40 6 34 23 16 39 1 0 1 22 16 38 1.12 1.48

普通科･園芸ｺｰｽ　◎ 40 2 38 33 9 42 0 0 0 33 9 42 1.11 1.03

12 亘    理 食品化学科　　　◎ 40 11 29 19 17 36 0 0 0 19 17 36 1.24 0.93

商業科　　　　　◎ 40 4 36 20 3 23 0 0 0 20 3 23 0.64 0.82

家政科　　　　　◎ 40 10 30 1 26 27 0 0 0 1 26 27 0.90 1.17

農業科･園芸科　 ◎★ 120 48 72 58 33 91 0 0 0 58 33 91 1.26 1.44

13 宮 城 農 農業機械科　　　◎ 40 16 24 40 1 41 0 0 0 40 1 41 1.71 1.67

食品化学科　　　◎ 40 16 24 21 17 38 0 0 0 21 17 38 1.58 1.38

生活科　　　　　◎ 40 16 24 9 27 36 0 0 0 9 27 36 1.50 0.75

　亘理名取　地　区　計 1,000 301 699 457 487 944 1 0 1 456 487 943 1.35 1.34

14 仙 台 一 普通科 320 64 256 231 155 386 1 0 1 230 155 385 1.50 1.31

15 仙台二華 普通科　　　　　■ 240 142 98 28 71 99 1 0 1 27 71 98 1.00 0.77

16 仙台三桜 普通科 280 84 196 44 218 262 2 1 3 42 217 259 1.32 1.70

17 仙台向山 普通科　　　　　◎ 160 48 112 87 66 153 7 1 8 80 65 145 1.29 1.41

理数科　　　　　◎ 40 16 24 28 3 31 12 0 12 16 3 19 0.79 1.76

18 仙 台 南 普通科 280 84 196 201 152 353 8 1 9 193 151 344 1.76 1.22

19 仙 台 西 普通科 280 84 196 144 136 280 2 0 2 142 136 278 1.42 1.47

20 仙 台 東 普通科 240 72 168 130 113 243 2 0 2 128 113 241 1.43 1.26

英語科          ● 40 12 28 11 31 42 0 0 0 11 31 42 1.50 1.36

機械科　　　　　◎ 80 32 48 73 1 74 4 0 4 69 1 70 1.46 1.31

電子機械科　　　◎ 40 16 24 28 6 34 2 0 2 26 6 32 1.33 1.88

21 宮 城 工 電気科　　　　　◎ 80 32 48 56 0 56 0 0 0 56 0 56 1.17 1.44

情報技術科　　　◎ 40 16 24 44 3 47 11 1 12 33 2 35 1.46 1.38

化学工業科　　　◎ 40 16 24 37 9 46 1 0 1 36 9 45 1.88 1.79

インテリア科　　◎ 40 16 24 21 24 45 4 3 7 17 21 38 1.58 1.71

22 仙 台 工※ 建築科　　　　　◎ 30 12 18 28 8 36 0 0 0 28 8 36 2.00 1.62

機械科　　　　　◎ 70 28 42 85 3 88 0 0 0 85 3 88 2.10 1.82

電気科　　　　　◎ 70 28 42 78 2 80 0 0 0 78 2 80 1.90 2.08

土木科　　　　　◎ 30 12 18 37 0 37 0 0 0 37 0 37 2.06 1.19

　仙　台　南　地　区　計 2,400 814 1,586 1,391 1,001 2,392 57 7 64 1,334 994 2,328 1.47 1.40

　中　部　南　地　区　合　計 3,400 1,115 2,285 1,848 1,488 3,336 58 7 65 1,790 1,481 3,271 1.43 1.38

平成
27年度

後期選抜

後期選抜
欠席者数

後期選抜
受験者数学 校 名 学 科・コース

平成
28年度

募集定員

前期
選抜等

合格者数

後期選抜
募集人数

後期選抜
出願者数
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《全日制課程》

男 女 計 男 女 計 男 女 計 受験倍率 受験倍率

平成
27年度

後期選抜

後期選抜
欠席者数

後期選抜
受験者数学 校 名 学 科・コース

平成
28年度

募集定員

前期
選抜等

合格者数

後期選抜
募集人数

後期選抜
出願者数

23 仙 台 二 普通科 320 96 224 164 106 270 1 0 1 163 106 269 1.20 1.27

24 仙 台 三 普通科 240 72 168 182 103 285 1 0 1 181 103 284 1.69 1.80

理数科          ● 80 32 48 61 7 68 1 0 1 60 7 67 1.40 1.56

25 宮 城 一 普通科　　　　　◎ 200 60 140 47 189 236 0 0 0 47 189 236 1.69 1.17

理数科　　　　　◎ 80 30 50 23 21 44 2 1 3 21 20 41 0.82 2.08

26 宮城広瀬 普通科 280 70 210 157 154 311 1 1 2 156 153 309 1.47 1.58

27    泉 普通科 240 72 168 204 121 325 11 1 12 193 120 313 1.86 1.71

英語科          ● 40 16 24 13 33 46 0 0 0 13 33 46 1.92 1.75

28 泉 松 陵 普通科 280 84 196 177 117 294 0 0 0 177 117 294 1.50 1.42

29 泉 館 山 普通科 280 84 196 154 132 286 5 0 5 149 132 281 1.43 1.28

普通科 160 32 128 98 89 187 11 1 12 87 88 175 1.37 1.19

30 宮 城 野 美術科        　◎ 40 20 20 2 18 20 0 0 0 2 18 20 1.00 1.80

総合学科        ● 80 24 56 42 30 72 5 0 5 37 30 67 1.20 1.23

31 仙    台※ 普通科 280 84 196 183 136 319 5 0 5 178 136 314 1.60 1.61

32 仙 台 商※ 商業科 320 128 192 149 155 304 2 0 2 147 155 302 1.57 1.72

　仙　台　北　地　区　計 2,920 904 2,016 1,656 1,411 3,067 45 4 49 1,611 1,407 3,018 1.50 1.50

33 塩    釜 普通科 320 80 240 204 172 376 0 0 0 204 172 376 1.57 1.51

ビジネス科 80 17 63 53 55 108 0 0 0 53 55 108 1.71 1.30

34 多 賀 城 普通科 240 72 168 130 109 239 7 1 8 123 108 231 1.38 1.26

災害科学科      ● 40 16 24 16 6 22 1 0 1 15 6 21 0.88 －

35 松    島 普通科 120 36 84 80 77 157 0 0 0 80 77 157 1.87 2.00

観光科　　　　　● 80 24 56 29 45 74 0 0 0 29 45 74 1.32 1.46

36 利    府 普通科 200 60 140 114 71 185 0 0 0 114 71 185 1.32 1.04

スポーツ科学科  ● 80 56 24 28 9 37 0 0 0 28 9 37 1.54 1.88

　塩　釜　地　区　計 1,160 361 799 654 544 1,198 8 1 9 646 543 1,189 1.49 1.41

普通科　　　　　◎ 80 20 60 37 34 71 0 0 0 37 34 71 1.18 0.94

37 黒    川 機械科　　　　　◎ 80 17 63 55 1 56 0 0 0 55 1 56 0.89 1.20

電子工学科　　　◎ 40 14 26 18 4 22 0 0 0 18 4 22 0.85 0.77

環境技術科　　　◎ 40 16 24 23 10 33 0 0 0 23 10 33 1.38 0.96

普通科･人文ｺｰｽ　◎ 120 48 72 63 55 118 1 0 1 62 55 117 1.63 1.72

38 富    谷 普通科･国際ｺｰｽ　◎ 80 32 48 16 40 56 0 1 1 16 39 55 1.15 1.54

普通科･理数ｺｰｽ　◎ 80 27 53 68 21 89 3 1 4 65 20 85 1.60 1.67

　黒　川　地　区　計 520 174 346 280 165 445 4 2 6 276 163 439 1.27 1.32

　中　部　北　地　区　合　計 4,600 1,439 3,161 2,590 2,120 4,710 57 7 64 2,533 2,113 4,646 1.47 1.46

39 古    川 普通科 240 72 168 113 83 196 0 0 0 113 83 196 1.17 1.17

40 古川黎明 普通科 　　　   ■ 240 138 102 51 81 132 2 0 2 49 81 130 1.27 0.84

41 岩 出 山 普通科 120 36 84 47 18 65 1 0 1 46 18 64 0.76 0.55

42 中 新 田 普通科 120 36 84 46 39 85 0 0 0 46 39 85 1.01 0.88

43 松    山 普通科 40 6 34 4 7 11 0 0 0 4 7 11 0.32 0.38

家政科          ● 40 16 24 3 18 21 0 0 0 3 18 21 0.88 0.67

農業科　　　　　◎ 40 10 30 7 1 8 0 0 0 7 1 8 0.27 0.71

44 加 美 農 農業機械科　　　◎ 40 10 30 21 0 21 0 0 0 21 0 21 0.70 0.46

生活技術科　　　◎ 40 13 27 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0.22 0.21

土木情報科　　　◎ 40 16 24 28 9 37 0 0 0 28 9 37 1.54 1.63

建築科　　　　　◎ 40 16 24 16 12 28 0 0 0 16 12 28 1.17 1.15

45 古 川 工 電気電子科　　　◎ 40 9 31 21 4 25 1 0 1 20 4 24 0.77 0.96

機械科　　　　　◎ 80 32 48 51 1 52 0 0 0 51 1 52 1.08 1.33

化学技術科　　　◎ 40 14 26 13 32 45 0 0 0 13 32 45 1.73 1.26

46 鹿島台商 商業科 120 48 72 32 16 48 0 0 0 32 16 48 0.67 0.49

　大　崎　地　区　計 1,280 472 808 453 327 780 4 0 4 449 327 776 0.96 0.87

47 涌    谷 普通科 160 48 112 44 26 70 0 0 0 44 26 70 0.63 0.93

農業技術科･農業科学ｺｰｽ◎ 40 16 24 12 20 32 0 0 0 12 20 32 1.33 1.38

48 小牛田農林 農業技術科･農業土木ｺｰｽ◎ 40 16 24 46 1 47 0 0 0 46 1 47 1.96 1.33

総合学科 120 48 72 37 47 84 0 0 0 37 47 84 1.17 1.29

49 南    郷 普通科 40 10 30 3 11 14 0 0 0 3 11 14 0.47 0.43

産業技術科 40 9 31 22 7 29 0 0 0 22 7 29 0.94 0.69

　遠　田　地　区　計 440 147 293 164 112 276 0 0 0 164 112 276 0.94 1.00
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《全日制課程》

男 女 計 男 女 計 男 女 計 受験倍率 受験倍率

平成
27年度

後期選抜

後期選抜
欠席者数

後期選抜
受験者数学 校 名 学 科・コース

平成
28年度

募集定員

前期
選抜等

合格者数

後期選抜
募集人数

後期選抜
出願者数

50 佐    沼 普通科 240 72 168 87 109 196 0 0 0 87 109 196 1.17 0.93

51 登    米 普通科 120 36 84 48 57 105 0 0 0 48 57 105 1.25 0.77

農業科　　　　　◎ 40 11 29 24 8 32 0 0 0 24 8 32 1.10 1.24

機械科　　　　　◎ 40 15 25 27 0 27 0 0 0 27 0 27 1.08 0.96

52 登米総合産業 電気科　　　　　◎ 40 13 27 13 2 15 0 0 0 13 2 15 0.56 0.88

情報技術科　　　◎ 40 16 24 14 8 22 0 0 0 14 8 22 0.92 1.46

商業科　　　　　◎ 40 16 24 8 11 19 0 0 0 8 11 19 0.79 0.42

福祉科　　　　　◎ 40 15 25 6 12 18 0 0 0 6 12 18 0.72 0.83

　登　米　地　区　計 600 194 406 227 207 434 0 0 0 227 207 434 1.07 0.91

53 築    館 普通科 160 48 112 59 67 126 0 0 0 59 67 126 1.13 0.96

54 岩 ケ 崎　 普通科･文系教養ｺｰｽ◎ 80 26 54 17 14 31 0 0 0 17 14 31 0.57 0.60

普通科･理系教養ｺｰｽ◎ 40 7 33 12 2 14 1 0 1 11 2 13 0.39 0.33

55 迫　　桜 総合学科 200 81 119 55 42 97 0 0 0 55 42 97 0.82 0.86

56 一 迫 商 流通経済科　　　◎ 40 14 26 10 5 15 0 0 0 10 5 15 0.58 0.63

情報処理科　　　◎ 40 15 25 5 5 10 0 0 0 5 5 10 0.40 0.60

　栗　原　地　区　計 560 191 369 158 135 293 1 0 1 157 135 292 0.79 0.76

　北　部　地　区　合　計 2,880 1,004 1,876 1,002 781 1,783 5 0 5 997 781 1,778 0.95 0.88

57 石    巻 普通科 240 72 168 105 66 171 1 0 1 104 66 170 1.01 1.01

58 石巻好文館 普通科 200 60 140 46 94 140 0 0 0 46 94 140 1.00 1.16

59 石 巻 西 普通科 200 60 140 51 71 122 0 0 0 51 71 122 0.87 1.24

60 石 巻 北 総合学科 200 66 134 62 41 103 0 0 0 62 41 103 0.77 1.54

61 宮城水産 海洋総合科 160 64 96 71 12 83 0 0 0 71 12 83 0.86 0.62

機械科　　　　　◎ 80 32 48 56 1 57 1 0 1 55 1 56 1.17 0.85

電気情報科　　　◎ 40 16 24 15 1 16 0 0 0 15 1 16 0.67 0.83

62 石 巻 工 化学技術科　　　◎ 40 16 24 12 1 13 0 0 0 12 1 13 0.54 1.33

土木システム科　◎ 40 16 24 41 0 41 0 0 0 41 0 41 1.71 0.96

建築科　　　　　◎ 40 16 24 20 7 27 0 0 0 20 7 27 1.13 1.04

63 石 巻 商 総合ビジネス科 200 80 120 69 47 116 0 0 0 69 47 116 0.97 0.89

64 桜　　坂※ 普通科･学励探求ｺｰｽ◎ 120 48 72 * 15 15 ＊ 0 0 ＊ 15 15 0.21 0.71

普通科･ｷｬﾘｱ探求ｺｰｽ◎ 80 32 48 * 46 46 ＊ 0 0 ＊ 46 46 0.96 0.96

　石　巻　地　区　計 1,640 578 1,062 548 402 950 2 0 2 546 402 948 0.89 1.04

65 気仙沼 普通科 240 72 168 104 75 179 3 1 4 101 74 175 1.04 1.08

65 気仙沼西 普通科 80 24 56 13 40 53 0 0 0 13 40 53 0.95 0.81

67 志 津 川 普通科　　　　　☆ 80 48 32 3 3 6 0 0 0 3 3 6 0.19 0.03

情報ビジネス科　☆ 40 10 30 7 4 11 0 0 0 7 4 11 0.37 0.16

68 本 吉 響 総合学科 120 32 88 41 35 76 0 0 0 41 35 76 0.86 0.82

情報海洋科　　　◎ 40 16 24 22 0 22 0 0 0 22 0 22 0.92 0.64

69 気仙沼向洋 産業経済科　　　◎ 40 16 24 12 20 32 0 0 0 12 20 32 1.33 0.96

機械技術科　　　◎ 40 16 24 25 2 27 0 0 0 25 2 27 1.13 0.79

　本　吉　地　区　計 680 234 446 227 179 406 3 1 4 224 178 402 0.90 0.82

　東  部  地  区  合　計 2,320 812 1,508 775 581 1,356 5 1 6 770 580 1,350 0.90 0.97

　全　日　制　合　計 14,760 4,868 9,892 6,862 5,397 12,259 129 16 145 6,733 5,381 12,114 1.22 1.20

◎は後期選抜において，出願学科以外のいずれか１つを第２志望とできる学科(柴田農林においては川崎校を除く)，●は後期選抜において，普通科を第２志望にできる学科，★は一
括募集，☆は連携型入試を実施する学科，※は市立高等学校を示す。■は併設中学校からの入学を含む。
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３　各学校・学科別の後期選抜実施状況

《定時制課程》

男 女 計 男 女 計 男 女 計 受験倍率 受験倍率

 1 白石七ケ宿 普通科 / 昼 40 9 31 8 3 11 0 0 0 8 3 11 0.35 0.14

 2 大河原商 普通科 / 夜 40 1 39 3 2 5 0 0 0 3 2 5 0.13 0.25

 3 宮城二工 電子機械科 / 夜　◎ 40 4 36 4 0 4 1 0 1 3 0 3 0.08 0.16

電気科 / 夜　　　◎ 40 1 39 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.03

 4 名    取 普通科 / 夜 40 1 39 3 2 5 0 0 0 3 2 5 0.13 0.22

 5 貞    山 普通科 / 昼 120 36 84 24 16 40 0 0 0 24 16 40 0.48 0.75

普通科 / 夜 40 7 33 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0.12 0.17

 6 古 川 工 機械科 / 夜　　　◎ 40 2 38 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0.13 0.16

電気科 / 夜　　　◎ 40 1 39 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.05 0.05

 7 田尻さくら 普通科 / Ⅰ部（午前） 80 11 69 12 19 31 1 0 1 11 19 30 0.43 0.48

普通科 / Ⅱ部（午後夕間） 40 2 38 5 1 6 0 0 0 5 1 6 0.16 0.21

 8 佐    沼 普通科 / 夜 40 2 38 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.23

普通科 / Ⅰ部（午前）◎ 40 12 28 17 9 26 0 0 0 17 9 26 0.93 0.71

 9 東 松 島 普通科 / Ⅱ部（午後）◎ 40 9 31 17 14 31 0 0 0 17 14 31 1.00 1.18

普通科 / Ⅲ部（夜間）◎ 40 1 39 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0.08 0.32

10 石巻北飯野川 普通科 / 昼 40 3 37 6 5 11 0 1 1 6 4 10 0.27 0.31

11 気仙沼 普通科 / 夜 40 0 40 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0.08 0.15

12 仙台大志※ 普通科 / Ⅰ部（午前午後）◎ 90 27 63 49 30 79 0 1 1 49 29 78 1.24 1.00

普通科 / Ⅱ部（午後夜間）◎ 30 6 24 10 2 12 0 0 0 10 2 12 0.50 0.71

13 仙 台 工※ 建築土木科 / 夜　◎ 40 3 37 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0.08 0.26

機械科 / 夜　　　◎ 40 3 37 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0.27 0.26

　定　時　制　合　計 1,000 141 859 186 108 294 2 2 4 184 106 290 0.34 0.39

後期選抜
欠席者数

後期選抜
受験者数

平成
27年度

後期選抜

　◎は後期選抜において，出願学科以外のいずれか１つを第２志望とできる学科，※は市立高等学校を示す。

学 校 名 学 科・コース
平成
28年度

募集定員

前期
選抜等
合格者数

後期選抜
募集人数

後期選抜
出願者数
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１　後期選抜における地区別の受験倍率　（全日制）

２　後期選抜における学科別の受験倍率　（全日制）

３　学校・学科別の後期選抜の受験倍率（全日制　上位１０位）

（H28） （H27）

1 1

2 2

3 2

4 4

5 5

6 5

7 7

8 8

9 8

10 10

課長報告（４）補助資料

泉 普通科 1.86 宮城工 化学工業科 1.79

松島 普通科 1.87 宮城野 美術科 1.80

宮城工 化学工業科 1.88 仙台三 普通科 1.80

仙台工 電気科 1.90 仙台工 機械科 1.82

泉 英語科 1.92 利府 スポーツ科学科 1.88

小牛田農林 農業技術科・農業土木コース 1.96 宮城工 電子機械科 1.88

仙台工 建築科 2.00 松島 普通科 2.00

仙台工 土木科 2.06 宮城一 理数科 2.08

仙台工 機械科 2.10 仙台工 電気科 2.08

学科名 受験倍率

柴田 体育科 2.42 名取 家政科 2.29

学校名 学科名 受験倍率 学校名

災害科学 0.88 － － －

合計 1.22 1.20 0.02 1.21

総　　合 0.89 1.06 -0.17 1.11

福　　祉 0.72 0.83 -0.11 －

理　　数 1.04 1.81 -0.77 1.13

美　　術 1.00 1.80 -0.80 1.00

家　　庭 1.08 1.36 -0.28 1.06

看　　護 1.61 1.54 0.07 1.50

体　　育 1.83 1.67 0.16 1.54

英　　語 1.69 1.54 0.15 1.20

商　　業 1.10 1.09 0.01 1.27

水　　産 0.95 0.67 0.28 0.96

農　　業 1.12 1.10 0.02 0.94

工　　業 1.26 1.23 0.03 1.19

受験倍率 受験倍率 一般入試

普　　通 1.28 1.22 0.06 1.25

合計 1.22 1.20 0.02 1.21

学科
H28 H27

増減
H24

北部 0.95 0.88 0.07 0.96

東部 0.90 0.97 -0.07 0.97

中部南 1.43 1.38 0.05 1.43

中部北 1.47 1.46 0.01 1.45

一般入試

南部 1.01 0.96 0.05 0.95

地区
H28 H27

増減
H24

受験倍率 受験倍率
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４　平成２８年度に学科改編を行う学校・学科の後期選抜の受験倍率等

５　平成２７年度に学科改編を行った学校・学科の後期選抜の受験倍率等

６　平成２６年度に学科改編を行った学校・学科の後期選抜の受験倍率等

７　今後の入試日程

（１）後期選抜 合格発表 ３月１６日(水) 午後３時

（２）第二次募集 出願期間 ３月１７日(木)～３月１８日(金) 午後３時

学力検査等 ３月２３日(水)

合格発表 ３月２３日(水)または３月２４日(木)

（３）通信制課程 出願期間 ３月１３日(日)～３月１８日(金) 午前１１時

面接 ３月２２日(火)～３月２４日(木)のうちのいずれか１日

結果通知送付 ３月２６日(土)

松島 観光科 56 74 1.32

学校名 学科名

福祉科 25 18

合計 154 133

情報技術科 24 22

商業科 24 19

登米
総合産業

農業科 29 32

機械科 25 27

電気科 27 15

学校名 学科名

多賀城 災害科学科

学校名 学科名

0.92

0.79

0.72

募集人数 受験者数 受験倍率

1.10

1.08

0.56

募集人数 受験者数 受験倍率

0.86

募集人数

24

受験者数

21

受験倍率

0.88
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県有体育施設のネーミングライツの選定結果について 

 

 

１ スポンサーが決定した施設及び愛称等 
 

施  設  名 ネーミングライツスポンサー 愛  称 応募金額（年） 

宮城県サッカー場 みやぎ生活協同組合 
みやぎ生協 

めぐみ野サッカー場 
１００万円 

※ 応募金額（年）には，消費税及び地方消費税は含まれていません。 

 

（参考：決定した企業の概要） 
 

ネーミングライツスポンサー 主な業務内容 

みやぎ生活協同組合 

（仙台市泉区八乙女４－２－２） 
小売業（スーパー）、共同購入事業 

 

２ 契約期間 

  平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日まで（３年間） 

 

３ 継続して募集している施設について 

次の施設において、継続して公募をしております。申込があった場合は，先着順に審

査を行い，スポンサーを決定する予定です。  
 

施  設  名 所  在  地 応募金額(年) 

宮城県第二総合運動場 宮城県仙台市太白区根岸町１５－１ 年額２００万円以上 

宮城県ライフル射撃場 宮城県石巻市沢田字金山５１－１ 年額 １０万円以上 

※ 応募金額（年）には，消費税及び地方消費税は含まれていません。 

課長報告（５） 
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教
育
庁
関
連
情
報
一
覧
（
平
成
２
８
年
２
月
１
０
日
～
平
成
２
８
年
３
月
１
４
日
）

 
 

        

１
 

        

○
み
や
ぎ
高
校
生
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催

 

生
徒
が
，
日
々
の
学
習
や
体
験
等
を
通
じ
醸
成
し
て
き
た
志
や
将
来
へ
の
思
い
を
，
発
表
や
意
見
交
換

 

を
と
お
し
て
共
有
し
，
自
ら
が
社
会
で
果
た
す
べ
き
役
割
を
考
え
る
機
会
と
す
る
こ
と
を
目
的
に
，
み
や

 

ぎ
高
校
生
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
し
た
。

 

【
概

 
要
】

 

大
会
名
 
平
成
２
７
年
度
み
や
ぎ
高
校
生
フ
ォ
ー
ラ
ム
 
～
私
た
ち
の
志
と
地
域
貢
献
～

 

期
 
日
 
平
成
２
８
年
２
月
１
３
日
（
土
）

 

会
 
場
 
県
庁
２
階
 
講
堂

 

内
 
容

 

（
１
）
ポ
ス
タ
ー
セ
ッ
シ
ョ
ン
「
各
校
に
お
け
る
志
教
育
の
取
組
内
容
（
発
表
６
９
校
）」

 

（
２
）
生
徒
実
行
委
員
に
よ
る
「
Ｈ
２
９
南
東
北
イ
ン
タ
ー
ハ
イ
」「

み
や
ぎ
総
文
２
０
１
７
」
の
紹
介
 

（
３
）
地
域
貢
献
活
動
の
発
表

 
石
巻
高
校
，
岩
ケ
崎
高
校
，
築
館
高
校
 

（
４
）
意
見
発
表
「
私
の
志
」

 
亘
理
高
校
，
仙
台
白
百
合
学
園
高
校
，
農
業
高
校
 

（
５
）
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
「
私
た
ち
の
志
～
日
本
を
飛
び
出
し
て
思
う
こ
と
～
」
 ※

村
井
知
事
出
席
 

 
パ
ネ
リ
ス
ト
校
 

 
 
 
古
川
黎
明
高
校
，
仙
台
第
三
高
校
，
仙
台
二
華
高
校
，
佐
沼
高
校
 

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
校
 
宮
城
第
一
高
校
 

 
 
 
（
６
）「

み
や
ぎ
の
高
校
生
に
期
待
す
る
」
 
村
井
知
事
か
ら
高
校
生
へ
の
激
励
等
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
担
当
：
高
校
教
育
課
）

 

     

２
 

       

○
宮
城
水
産
高
校
と
民
間
企
業
の
コ
ラ
ボ
商
品
の
研
究
発
表
会
を
開
催

 

宮
城
水
産
高
校
で
取
組
ん
で
い
る
課
題
研
究
の
授
業
で
，
ナ
ン
ノ
ク
ロ
ロ
プ
シ
ス

(海
洋
性
微
細
藻
類

) 

と
地
元
企
業
の
食
材
（
伊
達
の
旨
塩
）
を
使
用
し
民
間
企
業
と
連
携
し
て
開
発
し
た
「
な
ん
く
ろ
塩
飴
」

 

が
，
第

40
回
宮
城
県
水
産
加
工
品
評
会
で
宮
城
県
水
産
加
工
研
究
団
体
委
連
合
会
長
賞
を
受
賞
し
，
研

 

究
発
表
会
が
開
催
さ
れ
た
。
 
 

【
概

 
要
】
 

 
 
期
 
日
 
平
成
２
８
年
２
月
２
２
日
（
月
）
 

会
 
場
 
宮
城
県
水
産
高
校
 

内
 
容
 
・
研
究
発
表
  
：「

ナ
ン
ノ
ク
ロ
ロ
プ
シ
ス
を
使
用
し
た
製
品
開
発
」
 

 
 
・
発
 表

 者
 
：
海
洋
総
合
科
食
品
科
学
類
型
３
年
 
高
橋
由
樹
 
田
中
敬
祐
 
早
坂
侑
人
 

※
「

ナ
ン
ノ
ク
ロ
ロ
プ
シ
ス
」
は
栄
養
豊
富
な
海
産
微
細
藻
類
で
、
近
年
バ
イ
オ
燃
料
の
原
料
と
し
て
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
（
担
当
：
高
校
教
育
課
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

資
料
配
付
（
１
）
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３
 

     

○
平
成
２
７
年
度
宮
城
県
高
等
学
校
理
数
科
課
題
研
究
発
表
会
を
開
催

 

 県
内
の
高
校
理
数
科
の
生
徒
が
一
堂
に
会
し
，
各
校
で
取
り
組
ん
だ
課
題
研
究
の
学
習
成
果
を
発
表
し
て
理

科
や
数
学
の
知
識
・
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
，
生
徒
間
で
交
流
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
，「

宮
城
県
高
等
学

校
理
数
科
課
題
研
究
発
表
会
」
を
開
催
し
た
。

 

【
概
 
要
】

 

期
 
日
 
平
成
２
８
年
３
月
３
日
（
木
）
午
後
１
時
か
ら
３
時
５
０
分
ま
で

 

会
 
場
 
県
庁
２
階
 
講
堂

 

参
 
加
 
宮
城
第
一
高
校
，
仙
台
第
三
高
校
，
仙
台
向
山
高
校

 
理
数
科
生
徒
（
１
・
２
年
生
）

 

関
係
職
員
お
よ
び
保
護
者

 
 
 
 
 
 
 

 

内
 
容
 
①
課
題
研
究
発
表
 
各
校
か
ら
代
表
２
グ
ル
－
プ
が
発
表

 

（
発
表
時
間
１
２
分
・
質
疑
５
分
・
入
れ
替
え
３
分
）

 

②
講

 
評

 
東
北
大
学
，
宮
城
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

 

講
 
師
 
東
北
大
学
大
学
院
農
学
研
究
科
 
教
授
 
渡
辺
正
夫

 

 
 
 
 
東
北
大
学
工
学
部
化
学
・
バ
イ
オ
工
学
科
 
准
教
授

 
渡
邉
 
賢

 

宮
城
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
 
指
導
主
事
 
針
生
智
之

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（
担
当
：
高
校
教
育
課
）

 

      

４
 

○
「
心
の
復
興
記
録
集
『
東
日
本
大
震
災
を
乗
り
越
え
て
』」

を
発
刊

 

 県
内
の
小
・
中
・
高
校
生
が
，
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
５
年
間
を
振
り
返
り
，
経
験
か
ら
学
ん
だ
こ
と
や

 

実
践
し
て
き
た
こ
と
，
現
在
の
心
境
や
今
後
の
生
き
方
等
に
つ
い
て
の
作
文
を
取
り
ま
と
め
，
震
災
後
，
初

 

め
て
と
な
る
「
心
の
復
興
記
録
集
」
を
発
刊
し
た
。

 

【
概
 
要
】

 

 
内
 

 
 
容
 
県
内
３
４
市
町
村
（
仙
台
市
を
除
く
。）

の
小
・
中
・
高
校
生
の
作
文
１
０
６
点
を
掲
載

 

 
 
 
 

 
 
 
・
小
学
生
４
５
作
品
 
・
中
学
生
３
６
作
品
 
・
高
校
生
２
５
作
品

 

 
発

 
刊

 
日
 
平
成
２
８
年
３
月

 

 
発
刊
部
数
 
１
，
５
０
０
部

 

 
送

 
付

 
先
 
県
内
３
４
市
町
村
の
各
小
・
中
学
校
，
県
立
中
学
校
，
公
立
高
等
学
校
，
県
立
特
別
支
援
学
校
，

 

 
 
 
 
 
 
各
市
町
村
教
育
委
員
会
，
公
立
図
書
館
，
県
関
係
機
関
等

 

 
そ

 
の

 
他
 
本
記
録
集
に
掲
載
の
作
文
は
，
県
教
育
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て
お
り
，
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
（
担
当
：
義
務
教
育
課
）

 



- 
3 

-
 

 

              

５
 

         

○
み
や
ぎ
総
文
２
０
１
７
の
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
公
開

 

 
 
 平
成
２
９
年
夏
に
宮
城
県
を
会
場
に
開
催
さ
れ
る
「
第
４
１
回
全
国
高
等
学
校
総
合
文
化
祭
（
み
や
ぎ
総
文
２
０
１
７
）」

を
広
く
周
知
す
る
た
め
，

大
会
情
報
や
準
備
状
況
，
イ
ベ
ン
ト
情
報
等
を
掲
載
す
る
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
公
開
し
た
。
 

【
概

 
要
】
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

      

・
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
レ
イ
ア
ウ
ト

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・
大
会
情
報
掲
載
ペ
ー
ジ
レ
イ
ア
ウ
ト

 

 

            

 

（
担
当
：
全
国
高
校
総
合
文
化
祭
推
進
室
）

 

 

ア
ド
レ
ス
 

h
tt

p
:/
/w

w
w

.m
iy

a
g
i-

so
u

b
u

n
.j

p
/ 

 
 

 

   公
開
期
間
 
平
成
３
０
年
３
月
３
１
日
（
土
）
ま
で

(予
定

) 

内
 

 
 
容

 
 
大
会
情
報
，
準
備
状
況
，
Ｐ
Ｒ
イ
ベ
ン
ト
の
情
報
等
の
掲
載

 

参
 
 
考
 
大
会
期
間

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
２
９
年
７
月
３
１
日
（
月
）
か
ら
平
成
２
９
年
８
月
４
日
（
金
）
ま
で
（
５
日
間
）

 

 
 
 
 
 

 







H27.3月末 H27.9月末 H27.10月末 H27.11月末 H27.12月末 H28.１月末 H28.2月末 前年同月
増減

(当月－前年同
月）

98.9% 44.0% 67.6% 84.1% 91.0% 93.8% 97.1% 97.3% -0.2%

99.3% 46.9% 69.7% 85.3% 92.2% 94.6% 97.7% 98.1% -0.4%

98.3% 40.3% 64.8% 82.4% 89.4% 92.7% 96.4% 96.1% 0.3%

97.5% － 73.4% － 90.0% － － － －

内訳

卒業者 19,917 19,839 19,827 19,808 19,790 19,779 19,774 19,932 -158

進学希望者 14,900 14,628 14,689 14,761 14,790 14,767 14,728 14,935 -207

臨時的仕事希望者 243 52 82 91 111 149 179 206 -27

進路未定者 44 107 98 90 65 57 50 51 -1

就職希望者 4,730 5,052 4,958 4,866 4,824 4,806 4,817 4,740 77

県内 3,845 4,247 4,103 3,986 3,942 3,919 3,915 3,855 60

県外 885 805 855 880 882 887 902 885 17

職安・学校紹介 4,098 4,198 4,224 4,227 4,227 4,221 4,217 4,125 92

縁故・自営 265 167 178 192 193 204 226 248 -22

公務員 367 687 556 447 404 381 374 367 7

就職内定者 4,677 2,223 3,350 4,091 4,389 4,509 4,679 4,610 69

県内 3,798 1,712 2,629 3,281 3,538 3,641 3,784 3,736 48

県外 879 511 721 810 851 868 895 874 21

職安・学校紹介 4,066 2,176 3,216 3,710 3,932 4,014 4,126 4,027 99

縁故・自営 245 46 82 116 136 166 210 221 -11

公務員 366 1 52 265 321 329 343 362 -19

就職未内定者 53 2,829 1,608 775 435 297 138 130 8

71 4,153 1,074 695 330 177 168 132 36

【概況】　※（　）内は前年同月
① 就職内定率 ： 　　　     ９７．１％（97.3%）

② 進路希望の割合状況： 進　学  　 ７４．５％（74.9%）　 就職　　２４．４％（23.8%）

② 割合状況 ： 臨時的仕事   ０．９％（ 1.0%）　 未定　 　 ０．３％（ 0.3%）

③ 就職希望者の割合　 ： 県　内   　８１．３％（81.3%） 県外　  １８．７％（18.7%）

④ 県内外の内定率　　　： 県　内　   ９６．７％（96.9%)　 県外　　９９．２％（98.8%）

⑤ 内定者の割合　　　　 ： 県　内　   ８０．９％（81.0%）　 県外　　１９．１％（19.0%）

⑥ 学科別内定率　　　   

⑦地域別内定状況

⑧

平成２８年３月高等学校卒業予定者の就職内定状況（２月末現在）について

全国平均

内
訳

内
訳

内定率

月間受験者数

男子

女子

学科別内定率 普通科 農業科 工業科 商業科 水産科 家庭科 その他 総合学科

平成27年度 95.1% 98.0% 99.5% 98.3% 97.8% 97.4% 90.9% 98.6%

平成26年度 96.0% 97.6% 99.2% 97.8% 100.0% 93.3% 98.6% 96.8%

地域別内定率 仙台 大和 石巻 塩釜 古川 大河原 白石 築館 迫 気仙沼

平成27年度 96.6% 99.4% 93.4% 96.2% 98.6% 98.1% 98.1% 99.0% 99.0% 98.1%
平成26年度 96.6% 95.0% 96.4% 96.4% 98.7% 95.8% 99.6% 99.5% 98.2% 98.7%

宮城労働局発表　県内求人倍率（1月末現在）（職安学校紹介のみ，ただし支援学校・通信制含む）

２２年３月卒 ２３年３月卒 ２４年３月卒 ２５年３月卒 ２６年３月卒 ２７年３月卒 ２８年３月卒
県内求人数 4,022 3,957 5,133 6,874 7,897 9,326 9,704
県内求職者数 3,708 3,689 3,043 3,510 3,549 3,437 3,494
求人倍率 1.08 1.07 1.69 1.96 2.23 2.71 2.78

資料配付（４） 
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１　　大会概要

２　　参加状況

３　　成績概況

（１）総合成績

（２）至近５年間の開催地と宮城県の状況

（３）東北各県の状況

84

3

14

0

7

63

7 7

平成28年10月11日（火）

岩手県

　天皇杯

2 1

顧 問 0 0

参 加 人 員

本 部 役
員

4 3

合 計 36 48

選 手 25 38

監 督

30

合　　　計

第７１回国民体育大会冬季大会の結果について

開 始 日 平成28年 1月27日（水）

平成28年 1月31日（日） 平成28年 2月23日（火）

開 催 期 間

冬　季　大　会

スケート・アイスホッケー ス　キ　ー

（　※今後開催予定　）

本　　大　　会

平成28年 2月20日（土）

最 終 日

冬　季　大　会
本　　大　　会

スケート・アイスホッケー ス　キ　ー

岩手県 岩手県

平成28年10月 1日（土）

69 栃木・山形 70 群馬 71 岩手

51.5 41

県　

順　　　　位 8 4

青　森 岩　手 秋　田 山　形 福　島 宮　城
　天皇杯

得　　　　点 153 178 149 191

9 3 23

資料配付（５）

参　加　競　技　数

開　　　　催　　　　地

得　　　　点 54 48 20 82

30

41

男女総合（天皇杯） 女子総合（皇后杯）

３０位 ４１点 ２４位 ２５点

順　　　　位 22 25 33 18

開催地　
67 岐阜・愛知 68 東京・秋田
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東日本大震災文庫展Ⅵ 

宮城県図書館 2 階展示室 

宮城県仙台市泉区紫山 1-1-1 

問い合わせ：022-377-8444 

いつまでも忘れないために 

平成 28 年 3 月 11 日（金）から 

平成 28 年 6 月 24 日（金）まで 

図書館開館日の午前 9 時～午後 5 時 入場無料 

東日本大震災文庫展Ⅵ 

 

－未来へ伝える記憶と記録－ 

2004205fa
資料配付（６）



 

いつまでも忘れないために 

宮城県図書館では，これまで皆さまからの御協力により，多くの震

災関連資料を御提供いただいております。 

御提供いただいた資料は，すべて東日本震災の記憶の断片であり，

ふるさと宮城の貴重な記録でもあります。 

 本展示では，これら記録の一端を御紹介して，復旧から再生へと進

むふるさとの姿を御覧いただきます。 

 また，新たな記録の発信として，平成 27 年 6月に公開した「東日

本大震災アーカイブ宮城」を御紹介いたします。  

宮城県図書館では，今後も震災関連資料を収集してまいります。 

皆さまからの御理解と御提供をお願いいたします。 

 

展示期間：平成 28 年 3月 11 日（金）から 

      平成 28 年 6月 24 日（金）まで 

図書館開館日の午前 9時から午後 5時まで 

  場  所：宮城県図書館 2 階展示室 

 

交通アクセス 

■JR仙台駅からバスで 1時間 

■地下鉄泉中央駅からバスで 30分 

■東北自動車道泉 ICから車で 15分 

（状況により時間が変わることがあります） 

お問い合わせ先 

宮城県図書館 企画協力班 

仙台市泉区紫山 1-1-1 

TEL 022-377-8444 

 


